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Ⅰ　

は
し
が
き

「
最
高
裁
の
判
例
に
加
え
、
特
に
通
説
的
地
位
を
築
い
て
い
る
学
説
を
中
心
に
記
述
を
進
め
る
」
と
い
う
「
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
（
1
）

」

教
科
書
に
お
い
て
、「
個
人
の
自
由
と
し
て
の
結
社
の
自
由
」
と
の
関
係
で
、「
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
税
理
士
な
ど
の
一
定
の
職
業
が
、

法
律
に
よ
っ
て
結
社
の
設
立
を
強
制
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
当
該
職
業
に
従
事
す
る
者
に
対
し
て
結
社
へ
の
強
制
加
入
制
が
と
ら
れ
て

い
る
こ
と
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
る
」
と
こ
ろ
、「
学
説
で
は
、
そ
れ
ら
の
職
業
が
高
度
の
専
門
技
術
性
・
公
共
性
を
有
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
団
体
の
目
的
お
よ
び
活
動
範
囲
が
そ
れ
ら
の
確
保
・
維
持
の
た
め
の
も
の
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
限
り
、
違
憲
と
は
い
え
な
い
と

す
る
の
が
通
説
で
あ
る
」
が
、「
判
例
で
は
、
一
定
の
職
業
に
関
す
る
結
社
強
制
・
強
制
加
入
制
を
憲
法
二
二
条
一
項
の
職
業
の
自
由
と

し
て
把
握
し
た
う
え
で
、
簡
単
に
合
憲
と
し
て
い
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
2
）

。
こ
の
説
明
に
従
え
ば
、
弁
護
士
会
等
の
強
制
加
入
制
の
憲

法
適
合
性
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
、
憲
法
二
一
条
一
項
の
「
結
社
の
自
由
」
の
制
約
と
捉
え
て
そ
の
合
憲
性
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
、
憲
法
二
二
条
一
項
の
「
職
業
の
自
由
」
の
制
約
と
捉
え
て
そ
の
合
憲
性
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
合
憲
性

判
断
の
出
発
点
に
お
い
て
、
通
説
と
判
例
の
間
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
3
）

。
さ
ら
に
、
こ
の
教
科

書
で
は
説
明
が
省
か
れ
て
い
る
「
少
数
説
や
込
み
入
っ
た
理
論
的
対
立
（
4
）

」
を
見
る
と
、
弁
護
士
会
等
の
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
つ

い
て
は
、
一
方
に
お
い
て
、
憲
法
二
一
条
一
項
の
「
結
社
の
自
由
」
の
制
約
で
も
あ
り
、
か
つ
憲
法
二
二
条
一
項
の
「
職
業
の
自
由
」
の

制
約
で
も
あ
る
と
捉
え
て
そ
の
合
憲
性
を
判
断
す
べ
き
と
の
立
場
も
あ
り
得
る
（
5
）

し
、
他
方
に
お
い
て
、
憲
法
二
一
条
一
項
の
「
結
社
の
自

由
」
の
制
約
で
も
憲
法
二
二
条
一
項
の
「
職
業
の
自
由
」
の
制
約
で
も
な
い
と
捉
え
る
こ
と
も
理
論
的
に
は
可
能
で
あ
り
、
実
際
、
こ
の

立
場
を
前
提
と
し
て
弁
護
士
会
等
の
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
を
憲
法
一
三
条
の
「
幸
福
追
求
権
」
の
問
題
と
捉
え
る
見
解
も
主
張
さ

一
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れ
て
お
り
（
6
）

、
弁
護
士
会
等
の
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
を
ど
の
よ
う
な
憲
法
上
の
権
利
の
問
題
と
し
て
構
成
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
現

在
の
学
説
は
極
め
て
錯
綜
し
、
か
な
り
混
沌
と
し
た
状
況
に
あ
る
と
観
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
強
制
加
入
制
を
定
め
る
法

律
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
憲
法
上
の
権
利
が
制
約
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
で
は
、
当
該
制
約
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
ど
の
よ
う
な
判

断
枠
組
み
に
よ
っ
て
判
定
す
る
の
か
と
い
う
「
合
憲
性
審
査
の
手
法
（
7
）

」
に
つ
い
て
も
、
な
お
多
く
の
部
分
が
未
解
明
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
南
九
州
税
理
士
会
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
三
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
民
集
五
〇
巻
三
号
六
一
五
頁
）
に
お

い
て
は
「
強
制
加
入
そ
れ
自
体
が
争
点
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
（
8
）

」
と
の
理
解
に
疑
問
の
余
地
は
な
く
、
こ
の
判
例
か
ら
合
憲
性
審
査
の

手
法
を
構
築
す
る
手
掛
か
り
は
得
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
最
一
判
平
成
四
年
七
月
九
日
判
例
時
報
一
四
四
一
号
五
六
頁
は
、
弁
護
士
会
の
強

制
加
入
制
度
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
、「
所
論
の
弁
護
士
に
関
す
る
規
制
は
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
必
要
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
っ

て
、
憲
法
二
二
条
に
違
反
し
な
い
こ
と
は
、
最
高
裁
昭
和
三
三
年
（
あ
）
第
四
一
一
号
同
三
四
年
七
月
八
日
大
法
廷
判
決
（
刑
集
一
三
巻
七

号
一
一
三
二
頁
）
の
趣
旨
に
徴
し
て
明
ら
か
で
あ
り
、
所
論
の
そ
の
余
の
違
憲
主
張
は
、
独
自
の
見
解
に
基
づ
き
抽
象
的
に
原
判
決
の
不

当
を
い
う
も
の
に
す
ぎ
ず
、
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と
述
べ
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
判
決
は
、「
こ
れ
は
極
め
て
簡
略
な
も
の
で
あ

る
し
、
論
旨
が
少
々
お
か
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
学
界
の
関
心
を
引
か
な
か
っ
た
（
9
）

」
と
評
さ
れ
て
い
る
。「
合
憲
性
審
査
の
手

法
」
を
構
築
す
る
手
掛
か
り
を
提
供
し
て
い
る
の
は
、
水
稲
等
の
耕
作
の
業
務
を
営
む
者
に
つ
い
て
農
業
共
済
組
合
へ
の
当
然
加
入
制
を

定
め
る
農
業
災
害
補
償
法
一
九
条
の
規
定
が
憲
法
二
二
条
一
項
に
違
反
し
な
い
と
の
判
断
を
示
し
た
最
三
判
平
成
一
七
年
四
月
二
六
日
判

例
時
報
一
八
九
八
号
五
四
頁
だ
け
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
（
10
）

。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
弁
護
士
会
等
の
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
の
問
題

は
、
ど
の
よ
う
な
憲
法
上
の
権
利
が
ど
の
よ
う
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
か
（
11
）

と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、「
合
憲
性
審
査
の
手
法
」
に

つ
い
て
も
、
な
お
未
解
明
の
部
分
が
少
な
く
な
く
、
今
後
も
さ
ら
に
立
ち
入
っ
た
考
察
を
加
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
な
け

一
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れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
筆
者
は
、
弁
護
士
会
等
の
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
大
い
に
関
心
を
抱
い
て
お
り
（
12
）

、
近
い
将
来

に
お
い
て
自
ら
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
現
在
、
筆
者
は
、
強
制
加
入
制
の
憲
法

適
合
性
に
つ
い
て
判
例
及
び
学
説
の
豊
富
な
蓄
積
を
す
で
に
有
し
て
い
る
ド
イ
ツ
法
の
状
況
を
内
在
的
に
分
析
す
る
作
業
を
行
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
（
13
）

。
本
稿
に
お
い
て
は
、
上
記
の
作
業
の
一
環
と
し
て
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
主
要
な
判
例
を
明
ら
か
に
し
た
い
（
14
）

。
こ
れ
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

さ
て
、
強
制
加
入
制
の
合
憲
性
に
関
す
る
判
例
と
し
て
は
、
一
九
五
九
年
七
月
二
九
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
判
決
（
15
）

（
エ
ル
フ
ト

組
合
。
以
下
、「
五
九
年
判
決
」
と
い
う
。）
が
著
名
で
あ
る
（
16
）

が
、
最
近
の
教
科
書
で
は
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
七
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一

法
廷
第
二
部
会
決
定
（
17
）

（
以
下
、「
〇
一
年
部
会
決
定
」
と
い
う
。）
が
大
き
な
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て
引
用
さ
れ
て
お
り
（
18
）

、
強
制
加
入
制
の
憲
法

適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
主
要
な
判
例
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
五
九
年
判
決
と
と
も
に
〇
一
年
部
会
決
定
を

詳
し
く
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
ま
ず
、
五
九
年
判
決
な
ど
一
九
五
〇
年
代
か
ら
七
〇

年
代
ま
で
の
主
要
な
判
例
を
紹
介
・
検
討
し
た
（
Ⅱ
）
上
で
、
〇
一
年
部
会
決
定
を
多
少
と
も
詳
し
く
紹
介
・
検
討
す
る
作
業
を
行
う
こ

と
に
し
た
い
（
Ⅲ
）。
そ
の
後
、
判
例
を
整
理
し
、
判
例
理
論
の
到
達
点
を
示
す
（
Ⅳ
）。
そ
し
て
、
最
後
に
、
結
語
（
Ⅴ
）
に
お
い
て
、

筆
者
に
残
さ
れ
た
今
後
の
課
題
を
確
認
す
る
。

一
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

Ⅱ　

判
例
の
展
開

一　

一
九
五
九
年
七
月
二
九
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
判
決

（
一
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
が
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
自
ら
の
見
解
を
示
し
た
の
は
、
一
九
五
九
年
七
月
二
九
日
の
判
決

に
お
い
て
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
同
判
決
に
お
い
て
、「
基
本
法
九
条
は
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
を
妨
げ
る
も
の
で

は
な
い
」
が
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
は
、「
基
本
法
二
条
一
項
の
憲
法
的
秩
序
の
枠
内
に
お
い
て
の
み
許
さ
れ
る
」（
判
決
要
旨

三
）
と
判
示
し
た
。
事
実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た

一
九
五
八
年
六
月
三
日
の
「
大
エ
ル
フ
ト
組
合
の
設
立
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
エ
ル
フ
ト
法
」
と
い
う
。）
に
よ
っ
て
、「
大
エ
ル
フ
ト

組
合
」
と
い
う
名
称
の
公
法
上
の
団
体
が
設
立
さ
れ
た
（
一
条
）。
そ
の
任
務
は
、
組
合
地
域
に
お
け
る
水
利
の
規
制
で
あ
る
（
二
条
一
項
）。

組
合
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
そ
の
任
務
の
遂
行
に
役
立
つ
施
設
を
承
継
し
、
組
合
の
施
設
と
し
て
運
営
す
る
（
四
条
三
項
）。
こ
の
事

業
を
実
施
す
る
た
め
に
、
組
合
は
、
組
合
構
成
員
の
土
地
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
九
条
）。
組
合
は
、
土
地
所
有
権
、
土
地
に
対

す
る
物
権
、
及
び
、
土
地
の
所
有
及
び
利
用
の
権
限
を
与
え
る
そ
の
他
の
権
利
に
つ
い
て
、
組
合
の
任
務
の
遂
行
に
必
要
で
あ
る
範
囲
に

お
い
て
、
収
用
に
よ
っ
て
剝
奪
ま
た
は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
一
条
一
文
）。
組
合
は
、
水
法
上
の
貸
与
が
な
く
て
も
、
事
業
上
の

目
的
に
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
、
組
合
地
域
に
お
け
る
地
下
水
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
組
合
地
域
の
鉱
業
企
業
に
よ
っ
て
汲

み
出
さ
れ
た
水
を
、
そ
れ
が
事
業
上
の
目
的
に
必
要
と
さ
れ
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
七
条
、
八
条
）。
組
合
の

構
成
員
は
、
組
合
地
域
に
所
在
し
て
い
る
褐
炭
鉱
の
所
有
者
、
一
定
量
以
上
の
発
電
量
を
有
す
る
発
電
所
の
所
有
者
、
給
水
施
設
及
び
公

共
排
水
施
設
、
大
規
模
な
水
需
要
及
び
比
較
的
大
き
な
水
力
発
電
施
設
を
有
す
る
工
業
施
設
の
所
有
者
、
九
つ
の
ラ
ン
ト
ク
ラ
イ
ス

一
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（
郡
）、
ケ
ル
ン
等
の
三
市
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
農
業
組
合
の
支
所
、
エ
ル
フ
ト
漁
業
組
合
で
あ
る
（
六
条
一
項
）。
組
合
は
、
自
治
権
と
自
律

的
な
規
則
制
定
権
を
有
し
て
い
る
（
一
四
条
一
項
、
一
五
条
一
項
）。
組
合
は
、
国
の
監
督
を
受
け
る
（
一
四
条
三
項
、
五
九
条
）。
組
合
の
機

関
と
し
て
、
一
〇
〇
人
の
構
成
員
か
ら
成
る
代
表
者
会
議
（
一
六
条
）、
三
二
人
の
構
成
員
か
ら
成
る
組
合
委
員
会
（
一
七
条
）、
七
人
の
構

成
員
か
ら
成
る
役
員
会
（
二
八
条
）、
及
び
、
組
合
委
員
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
組
合
長
（
三
一
条
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
任
務
及
び

債
務
を
履
行
す
る
た
め
の
財
源
は
、
金
銭
給
付
（
会
費
）
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
（
三
七
条
）。
組
合
の
一
定
の
措
置
、
と
く
に
会
費
決
定

に
対
す
る
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
の
た
め
に
、
裁
決
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
裁
決
委
員
会
は
、
一
人
の
常
勤
裁
判
官
、
三
人
の
州

の
高
級
官
吏
、
及
び
一
人
の
学
識
経
験
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
（
四
五
条
、
四
六
条
）。

異
議
申
立
人
は
、
当
該
組
合
の
地
域
に
お
い
て
事
業
を
営
ん
で
い
る
褐
炭
鉱
の
所
有
者
と
し
て
法
律
に
よ
っ
て
当
該
組
合
の
構
成
員
に

な
っ
た
が
、
一
九
五
八
年
六
月
三
〇
日
に
法
律
に
対
す
る
憲
法
異
議
の
訴
え
を
提
起
し
た
。
異
議
申
立
人
は
、
当
該
法
律
が
基
本
法
二
条

一
項
、
三
条
一
項
、
九
条
、
一
四
条
、
一
九
条
一
項
及
び
四
項
に
違
反
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
異
議
申
立
人
の

「
中
心
的
攻
撃
」
は
法
律
に
基
づ
く
エ
ル
フ
ト
組
合
へ
の
強
制
加
入
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
捉
え
て
（
19
）

、
強
制
加
入
制
を
定
め
る
エ
ル
フ
ト

法
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
の
か
を

見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
二
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
強
制
加
入
制
を
定
め
る
エ
ル
フ
ト
法
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
基
準
を
構
築
し
て
い
る
。
連
邦
憲

法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

「
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
の
憲
法
上
の
限
界
の
問
題
」
は
、「
基
本
法
九
条
に
基
づ
い
て
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の

は
、
こ
の
規
定
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
私
法
上
の
団
体
を
設
立
し
、
こ
れ
に
加
入
し
、
又
は
加
入
し
な
い
自
由
を
保
障
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら

一
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
基
本
法
二
条
一
項
は
、
こ
の
よ
う
な
強
制
加
入
は
憲
法
的
秩
序
の
枠
内
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
公
法
上
の
団
体
は
、
正
当
な

0

0

0

〔
注
：
原
文
は
イ
タ
リ
ッ
ク
〕
公
的
任
務
を
行
使
さ
せ
る
た
め
に
の
み
、
設
立
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
が
、
こ
の
任
務
の
ど
の
部
分
を
国
家
が
自
己
の
官
庁
を
通
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
と
く
に
設
立
し
た
公
法
上

の
営
造
物
又
は
団
体
を
通
し
て
遂
行
す
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
立
法
者
の
裁
量
の
事
項
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
場
合
、

立
法
者
が
そ
の
裁
量
の
限
界
を
遵
守
し
た
か
ど
う
か
の
み
を
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
組
織
形
態
の

選
択
が
目
的
適
合
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
又
は
必
要
で
あ
っ
た
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

立
法
者
は
、
公
法
上
の
団
体
を
形
成
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
組
織
及
び
そ
の
構
成
員
の
法
的
地
位
を
、
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
生

活
関
係
及
び
経
済
関
係
の
特
殊
性
に
加
え
て
、
立
法
者
が
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
共
に
と
っ
て
の
危
険
の
特
殊
性
に
応
じ
て
規
律

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
鉱
業
関
係
及
び
水
利
関
係
の
特
殊
性
は
、
た
と
え
そ
れ
が
限
定
さ
れ
た
地
域
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
と
し
て

も
、
水
利
及
び
鉱
業
の
利
益
の
た
め
に
一
般
的
な
水
法
及
び
鉱
山
法
と
異
な
る
定
め
を
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

特
殊
性
は
、
様
々
な
利
害
を
有
す
る
構
成
員
が
統
合
さ
れ
る
結
合
体
で
さ
え
も
、
利
益
の
現
実
の
調
整
が
こ
の
よ
う
な
方
法
で
達
成
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
は
な
い
限
り
、
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
は
、
団
体
構
成
員
の
保
護
に
値

す
る
利
益
が
恣
意
的
に
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
団
体
機
関
の
裁
量
が
十
分
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
行
使
が
裁
判
官
の
事
後
審
査
の
対
象
に

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
20
）

。」

五
九
年
判
決
は
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
は
基
本
法
九
条
一
項
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
基
本
法
二
条
一
項
を
基
準
と
し
て
判
断
す

る
と
い
う
、
現
在
も
維
持
さ
れ
て
い
る
見
解
を
示
し
た
点
に
お
い
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
理
由
付
け
は
極
め
て
簡
潔
で

あ
っ
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
後
の
判
例
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ぎ
に
、
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
の
制

一
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約
が
正
当
化
さ
れ
る
た
め
の
要
件
を
見
る
と
、
こ
の
点
は
五
九
年
判
決
に
お
い
て
必
ず
し
も
明
確
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

上
記
の
説
示
を
筆
者
な
り
に
再
構
成
す
る
と
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
が
憲
法
に
適
合
す
る
た
め
に
は
、

①
公
法
上
の
団
体
が
正
当
な
公
的
任
務
を
行
使
さ
せ
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
こ
と
、
②
立
法
者
が
組
織
選
択
に
際
し
て
そ
の
裁
量
を
逸
脱

し
て
い
な
い
こ
と
、
③
公
法
上
の
団
体
を
形
成
す
る
に
際
し
て
、
団
体
構
成
員
の
保
護
に
値
す
る
利
益
が
恣
意
的
に
無
視
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
、
及
び
④
公
法
上
の
団
体
を
形
成
す
る
に
際
し
て
、
団
体
機
関
の
裁
量
が
十
分
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
行
使
が
裁
判
官
の
事
後
審
査
の

対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
四
つ
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
基
準
を
示
し
た
と
解
さ
れ
る
。

（
三
）　

そ
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
上
記
の
基
準
に
よ
っ
て
強
制
加
入
制
を
定
め
る
エ
ル
フ
ト
法
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
。
連
邦

憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
要
件
①
及
び
要
件
②
を
検
討
し
、「
エ
ル
フ
ト
地
域
に
お
け
る
水
利
規
制
が
正
当
な
公
的
任
務
で
あ
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
立
法
者
が
こ
の
任
務
を
解
決
す
る
方
法
に
お
い
て
も
恣
意
は
な
い
（
21
）

。」
と
の
結
論
を
示
し
た
。

（
ａ
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
要
件
①
及
び
要
件
②
の
充
足
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
こ
の
こ
と
は
、
ま
ず
、
法
律
に
よ
っ
て
規
制
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
必
要
性
に
当
て
は
ま
る
。
褐
炭
鉱
に
よ
る
地
下
水
の
低
下
に
起

因
し
て
エ
ル
フ
ト
地
域
の
水
管
理
に
差
し
迫
っ
て
い
る
危
険
の
程
度
に
つ
い
て
専
門
家
に
よ
っ
て
異
な
る
判
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

異
議
申
立
人
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
事
態
が
悪
い
方
向
に
展
開
し
た
と
し
て
も
鉱
業
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る

こ
の
地
域
の
水
供
給
を
確
保
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
国
家
機
関
の
任
務
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
考
慮
が
す
で
に

ず
っ
と
以
前
か
ら
管
轄
官
庁
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
危
険
は
な
お
完
全
に
見
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
予

定
さ
れ
た
措
置
の
一
定
の
柔
軟
性
が
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
法
治
国
家
の
諸
原
則
に
よ
る
と
、
目
的
と
手
段
は
相
互

に
合
理
的
関
係
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
立
法
者
が
そ
も
そ
も
活
動
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
と

一
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

い
う
問
題
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
。
州
議
会
と
政
府
が
、
そ
の
国
政
上
の
責
任
に
基
づ
い
て
、
こ
の
状

況
に
お
い
て
法
律
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
と
す
る
と
、
こ
れ
に
対
し
て
憲
法
上
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
22
）

。」

「
異
議
申
立
人
は
、
団
体
形
式
を
選
択
し
た
こ
と
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
不
当
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
的
任
務
の
組
織
的
克
服
の
種
類
と
方
法
は
、
立
法
者
の
裁
量
事
項
で
あ
る
。
自
治
の
思
想
を
肯
定
し
、
そ

の
立
法
に
お
い
て
広
範
囲
に
実
現
し
て
い
る
国
家
に
お
い
て
、
団
体
と
い
う
組
織
形
態
を
選
択
す
る
こ
と
が
そ
れ
自
体
と
し
て
直
ち
に
違

憲
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
さ
ら
に
、
ま
さ
に
公
法
上
の
団
体
に
よ
っ
て
水
利
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
は
、
伝
統
的
な
も
の
で

あ
っ
て
、
実
績
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
関
係
者
に
と
っ
て
も
、
特
に
影
響
を
受
け
る
公
的
任
務
の
遂
行
に
直
接
に
形
成
的
に
関

与
し
、
そ
の
影
響
力
を
す
で
に
団
体
の
意
思
形
成
の
段
階
に
お
い
て
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
す
で
に
な
さ
れ
た

決
定
を
裁
判
に
よ
っ
て
審
査
さ
せ
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
な
い
、
と
い
う
利
点
を
有
し
て
い
る
（
23
）

。」

（
ｂ
）　

つ
ぎ
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
要
件
③
を
検
討
し
、「
異
議
申
立
人
の
保
護
に
値
す
る
利
益
は
、
団
体
の
組
織
に
よ
っ
て
も

恣
意
的
に
無
視
さ
れ
て
い
な
い
（
24
）

」
と
の
結
論
を
示
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
こ
の
団
体
に
お
い
て
は
、
そ
の
構
造
上
、
利
益
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
異
議
申
立
人
の
危
惧
に
は
、
根
拠
が
な
い
。

様
々
な
利
害
を
有
す
る
代
表
者
が
一
つ
の
団
体
に
統
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
異
例
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
団
体
構
成
員
は
、

部
分
的
に
は
対
立
す
る
利
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ル
フ
ト
地
域
に
お
け
る
水
供
給
が
確
保
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
共
通
し
て
関
心
が
あ
る

こ
と
、
そ
れ
は
、
様
々
な
水
消
費
者
と
水
供
給
事
業
体
の
所
有
者
に
と
っ
て
は
、
彼
ら
が
水
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
鉱
業
者

に
と
っ
て
は
、
規
制
さ
れ
た
水
供
給
が
、
鉱
業
者
が
よ
り
深
い
地
層
に
お
け
る
石
炭
の
採
掘
が
で
き
る
た
め
の
前
提
条
件
だ
か
ら
で
あ
る

こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
採
掘
が
経
済
的
な
方
法
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
団
体
の
他
の
構
成
員
も
関
心
を

一
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有
し
て
い
る
。
決
し
て
す
べ
て
の
他
の
構
成
員
グ
ル
ー
プ
が
始
め
か
ら
褐
炭
鉱
と
の
原
理
的
利
益
対
立
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
（
25
）

。」

（
ｃ
）　

最
後
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
要
件
④
を
検
討
し
、
異
議
申
立
人
が
組
合
機
関
の
統
制
さ
れ
な
い
裁
量
に
服
す
る
、
と
い
う

異
議
申
立
人
の
異
議
に
は
理
由
が
な
く
（
26
）

、
組
合
の
個
別
行
為
に
対
し
て
十
分
な
統
制
が
存
在
し
て
い
る
（
27
）

と
の
結
論
を
示
し
た
。
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
組
合
の
任
務
は
、
法
治
国
家
と
し
て
十
分
に
範
囲
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
組
合
の
権
限
の
種
類
と
程
度
が
明
確
に
画
定
さ
れ
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
組
合
が
そ
の
任
務
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
組
合
に
広
範
囲
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
国
家
が
エ
ル
フ
ト
地
域
の
水
管
理
規
制
を
国
の
行
政
又
は
公
法
上
の
営
造
物
に
委
ね
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
原
理
的

に
は
異
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
国
の
行
政
及
び
公
法
上
の
営
造
物
も
、
│
行
政
裁
判
所
に
よ
っ
て
事
後
的
に
審
査
さ
れ
る
が
│
判
断
余
地
を

必
要
と
す
る
。
判
断
余
地
な
し
に
済
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
28
）

。」

「
組
合
が
公
共
の
福
祉
を
維
持
す
る
た
め
に
褐
炭
鉱
か
ら
生
じ
る
又
は
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
影
響
を
対
し
て
実
施
す
る
事
業
に
つ
い

て
、
組
合
は
、
事
前
に
、
実
施
の
た
め
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
（
三
条
二
項
一
文
）
褐
炭
鉱
の
グ
ル
ー
プ
の
会
員
と
討
論
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
組
合
が
、
異
議
申
立
人
の
合
理
的
な
論
証
に
耳
を
傾
け
な
い
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
は
国
の
監

督
機
関
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
異
議
申
立
人
は
、
国
の
監
督
機
関
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

加
え
て
、
異
議
申
立
人
は
、
異
議
申
立
人
に
負
担
を
課
す
組
合
の
決
定
を
、
裁
決
委
員
会
に
対
す
る
不
服
申
立
て
が
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
場
合
（
…
…
）、
国
の
官
庁
又
は
公
法
上
の
営
造
物
の
行
政
行
為
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
と
同
じ
仕
方
で
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
取

消
を
求
め
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
（
…
…
（
29
））。」

こ
の
よ
う
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
エ
ル
フ
ト
法
の
定
め
る
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
に
つ
い
て
基
本
法
二
条
一
項
を
基
準
と
し

一
八
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て
合
憲
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

二　

一
九
六
〇
年
二
月
二
五
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定

（
一
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
六
〇
年
二
月
二
五
日
の
決
定
（
30
）

に
お
い
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
医
師
年
金
に
お
け
る
バ
イ
エ
ル
ン
で
活
動

す
る
医
師
の
強
制
加
入
は
基
本
法
に
合
致
す
る
と
判
断
し
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
年
金
法
四
六
条
に
よ
る
と
、
バ
イ
エ
ル
ン
医
師
年
金
は
そ
の

加
入
者
及
び
そ
の
遺
族
に
年
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
医
師
年
金
は
強
制
加
入
の
原
理
に
基
づ
い
て
お
り
、

バ
イ
エ
ル
ン
で
開
業
し
て
い
る
医
師
は
、
加
入
の
意
思
表
示
も
形
式
な
受
け
入
れ
も
な
く
、
当
然
に
年
金
組
合
に
加
入
す
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
（
四
七
条
一
項
）。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
開
業
し
て
い
る
医
師
の
一
人
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
年
金
法
四
七
条
一
項
に
基
づ
い
て
年
金
組
合
の

加
入
者
に
な
っ
た
が
、
強
制
加
入
制
が
基
本
権
を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
し
て
憲
法
異
議
の
訴
え
を
提
起
し
た
。

（
二
）　

こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
医
師
年
金
に
お
け
る
強
制
加
入
制
は
異
議
申
立
人
の
基
本
権
を
侵
害
す

る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。
ま
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
九
条
一
項
の
基
本
権
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

「
基
本
法
九
条
一
項
の
基
本
権
は
、
私
法
上
の
団
体
を
結
成
す
る
自
由
を
市
民
に
保
障
し
て
い
る
（
…
…
）。
こ
の
基
本
権
は
、
公
法
上

の
組
織
へ
の
帰
属
を
法
律
上
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
対
す
る
保
護
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

バ
イ
エ
ル
ン
医
師
年
金
は
、
…
…
公
法
上
の
営
造
物
で
あ
っ
て
、
財
産
の
形
成
、
つ
ま
り
、
年
金
給
付
を
与
え
る
た
め
の
財
源
の
集
積

が
、
そ
の
唯
一
の
目
的
で
あ
る
。
医
師
が
『
加
入
者
で
あ
る
こ
と
』
は
、
医
師
が
こ
の
目
的
の
た
め
に
分
担
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
尽
き
る
。
真
正
な
人
的
団
体
は
、
構
成
員
の
恒
常
的
共
同
活
動
に
お
い
て
、
こ
れ
以
外
の
、
事
案
ご
と
に
組
合
機
関
の
決
議

に
よ
っ
て
具
体
的
に
決
定
さ
れ
る
共
通
の
目
的
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
医
師
は
、
こ
の
よ
う
な
真
正
な
人
的
団
体
を
結
成
し
て
い

一
九



る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
人
的
な
結
合
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
基
本
法
九
条
の
適
用
範
囲
に
影
響
を
与
え
て
い
な
い
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
（
31
）

。」

こ
の
説
示
は
、
五
九
年
判
決
が
示
し
た
解
釈
論
を
踏
襲
し
て
お
り
、
と
く
に
新
し
い
点
は
な
い
。
こ
の
判
決
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の

は
、
こ
の
判
決
が
基
本
法
一
二
条
一
項
に
関
し
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

「
こ
の
条
項
は
、
医
師
の
職
業
行
使
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
医
療
行
為
の
遂
行
の
種
類
及
び
方
法
に
つ
い
て
は
何
も
含
ん
で
い
な
い
。

こ
の
条
項
は
、
不
適
切
な
職
業
行
使
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
危
険
か
ら
一
般
の
人
々
を
保
護
す
る
こ
と
│
基
本
法
一
二
条
一
項
に
基
づ
く

規
制
に
お
い
て
は
、
大
部
分
が
こ
れ
に
当
た
る
の
で
あ
る
が
│
に
直
接
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
条
項
は
、
む
し
ろ
、

医
師
に
職
業
を
行
使
し
て
い
る
間
に
継
続
的
に
分
担
金
の
支
払
い
を
義
務
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
業
の
行
使
が
終
わ
っ
た
後
の
医
師

及
び
そ
の
家
族
の
経
済
状
況
を
保
障
し
、
こ
れ
を
達
成
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
条
項
は
、
本
来
的
に
職
業
政

策
的
な
種
類
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
よ
り
包
括
的
な
社
会
政
策
的
連
関
性
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
本
条
項
と
医
師
の
職
業
行

使
と
の
結
び
付
き
は
、
緩
や
か
で
間
接
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
基
本
法
一
二
条
一
項
の
特
別
の
自
由
保
障
、
こ
の
基
本
権
が
確
保
し
よ

う
と
し
て
い
る
特
別
の
自
由
領
域
は
、
影
響
を
受
け
て
い
な
い
。
こ
の
規
制
を
基
本
法
一
二
条
一
項
に
包
摂
す
る
こ
と
は
、
こ
の
規
定
の

適
用
範
囲
を
不
適
切
に
広
く
拡
張
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
32
）

。」

基
本
権
保
護
範
囲
↓
制
約
↓
正
当
化
と
い
う
基
本
権
の
三
段
階
審
査
の
枠
組
み
か
ら
上
記
の
説
示
を
理
解
す
る
と
、「
医
師
」
が
基
本

法
一
二
条
一
項
の
「
職
業
」
に
該
当
す
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
が
な
い
以
上
、
上
記
の
説
示
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
医
師
年
金
に
お
け
る
強
制

加
入
は
基
本
法
一
二
条
一
項
の
保
護
範
囲
を
「
制
約
」
し
て
い
な
い
と
述
べ
た
こ
と
に
な
る
。
五
九
年
判
決
は
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
強

制
加
入
と
職
業
の
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
お
ら
ず
、
本
判
決
の
先
例
と
し
て
の
価
値
は
、
強
制
加
入
制
に
お
い
て
は
職

二
〇
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業
の
自
由
の
「
制
約
」
は
存
在
し
な
い
と
し
た
こ
の
部
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
説
示
の
後
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
こ
の
条

項
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
は
、
基
本
法
二
条
一
項
の
一
般
的
自
由
保
障
か
ら
導
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
33
）

」
と
述
べ
て

い
る
が
、
こ
の
部
分
は
五
九
年
判
決
が
示
し
た
解
釈
論
を
繰
り
返
し
た
だ
け
で
、
と
く
に
新
し
い
点
は
な
い
。
そ
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
医
師
年
金
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
を
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
紹
介
す
る
こ
と
は
し
な

い
。三　

一
九
六
二
年
三
月
一
三
日
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決

つ
ぎ
に
、
一
九
六
二
年
三
月
一
三
日
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
（
34
）

を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
判
決
は
、
基
本
法
九
条
一
項
に
基
づ
く
消
極

的
結
社
の
自
由
の
保
護
が
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
に
は
及
ば
な
い
理
由
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
。
本
稿

が
こ
の
判
決
を
取
り
上
げ
る
理
由
も
こ
の
点
に
あ
る
。
さ
て
、
事
実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
原
告
は
薬
局
の
所
有
者
で
あ
る
。

被
告
は
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
一
九
五
三
年
一
〇
月
二
七
日
の
「
医
師
、
歯
科
医
師
、
獣
医
、
薬

剤
師
及
び
歯
科
療
士
の
公
共
的
職
業
別
代
表
者
に
関
す
る
法
律
」（
会
議
所
法
（K

am
m
ergesetz

））
に
基
づ
い
て
、
公
共
的
職
業
別
代
表
者

し
て
設
置
さ
れ
た
。
被
告
は
、
一
九
五
五
年
六
月
六
日
に
、
会
議
所
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
会
費
規
則
を
制
定
し
、
同
規
則
に
基
づ
い
て

原
告
の
会
費
の
金
額
を
決
定
し
た
。
原
告
は
、
異
議
申
立
て
を
し
た
が
、
被
告
は
こ
れ
を
斥
け
た
。
原
告
は
、
会
議
所
法
の
規
定
に
基
づ

い
て
不
服
申
立
て
を
し
た
が
、
こ
れ
も
被
告
の
総
会
に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
た
。
原
告
は
、
取
消
訴
訟
を
提
起
し
、
そ
の
中
で
、
州
薬
剤
師

会
議
所
へ
の
薬
剤
師
の
強
制
加
入
を
定
め
る
会
議
所
法
が
消
極
的
結
社
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
等
を
主
張
し
た
が
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ

ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
ま
た
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
も
敗
訴
の
結
果
に
終
わ
っ
た
。
連

二
一



邦
行
政
裁
判
所
は
、
上
告
を
棄
却
し
た
が
、
判
決
理
由
に
お
い
て
、
公
法
上
の
職
業
団
体
の
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
た
。

「
基
本
法
九
条
の
成
立
史
は
、
立
法
者
が
公
法
上
の
団
体
の
加
入
強
制
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
結
論
を
認
め
な
い
。
ヘ
レ

ン
・
キ
ー
ム
ゼ
ー
草
案
の
中
で
は
、
基
本
法
九
条
に
お
い
て
団
結
の
自
由
は
一
般
的
結
社
の
自
由
の
一
部
と
理
解
さ
れ
た
。
解
説
の
部
分

に
お
い
て
、
こ
の
点
は
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
た
。
何
人
も
、
結
社
に
加
入
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
、
と
い
う
提
案
は
、

否
決
さ
れ
た
。
何
故
な
ら
、
将
来
に
お
い
て
も
一
定
の
職
業
に
所
属
し
て
い
る
者
を
公
法
上
の
団
体
に
義
務
的
に
統
合
す
る
必
要
性
が
存

在
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
通
常
の
意
味
に
お
け
る
労
働
組
合
へ
の
加
入
強
制
を
認
め
よ
う
と
し
た
わ
け

で
は
な
い
（
…
…
）。
要
す
る
に
、
加
入
強
制
を
伴
う
公
法
上
の
団
体
の
特
別
の
地
位
が
す
で
に
当
時
に
お
い
て
も
予
定
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
第
一
読
会
に
お
け
る
議
会
評
議
会
全
般
編
纂
委
員
会
の
提
案
（
一
九
四
八
年
一
一
月
一
四
日
時
点
の
状
況
）
に
お
い
て
は
、
特
別
の

一
二
ａ
条
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
国
憲
法
一
五
九
条
に
相
当
す
る
も
の
で
、
消
極
的
団
結
の
自
由
を
承
認
し
て
い

た
。
一
九
四
九
年
一
月
一
一
日
の
基
本
原
則
委
員
会
第
三
二
回
会
議
に
お
い
て
、
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ゴ
ル
ト
と
ホ
イ
ス
博
士
の
両
議
員
は
、

加
入
強
制
の
禁
止
に
つ
い
て
、
医
師
会
、
薬
剤
師
会
、
弁
護
士
会
及
び
手
工
業
の
強
制
同
業
組
合
の
場
合
に
例
外
を
認
め
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
故
、
基
本
原
則
委
員
会
は
、
九
条
三
項
の
当
時
の
文
言
に
、『
加
入
の
強
制
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。』
と

の
文
の
後
に
、『
公
法
上
の
職
業
団
体
に
つ
い
て
、
法
律
に
よ
り
、
こ
の
禁
止
の
例
外
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。』
と
い
う
文
を
付
け
加
え

た
（
…
…
）。

一
九
四
九
年
一
月
一
九
日
の
中
央
委
員
会
第
四
四
回
会
議
に
お
い
て
、
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
（
博
士
）
議
員
が
上
記
の
二
つ
の
文
の
削
除

を
提
案
し
た
と
き
、
再
度
、
加
入
強
制
の
禁
止
に
関
す
る
討
議
が
展
開
さ
れ
た
。
討
議
に
お
い
て
、
マ
ン
ゴ
ル
ト
は
、
こ
れ
ら
の
文
が
労

二
二
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働
条
件
及
び
経
済
条
件
の
促
進
に
役
立
つ
結
社
へ
の
加
入
強
制
を
排
除
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
法
律
が
公
法
上
の
職
業
団
体
に
つ
い
て

加
入
強
制
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
の
み
、
現
在
、
こ
れ
に
対
し
て
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
の
際
、
マ

ン
ゴ
ル
ト
は
、
と
く
に
弁
護
士
会
、
医
師
会
、
薬
剤
師
会
及
び
類
似
の
団
体
に
言
及
し
て
い
た
。
消
極
的
団
結
の
自
由
に
関
す
る
諸
規
定

は
、
そ
の
後
、
結
局
の
と
こ
ろ
法
案
か
ら
除
去
さ
れ
た
。
た
し
か
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
禁
止
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
消
極
的
団
結
の
自
由
は
、
社
会
的
労
働
争
議
に
お
い
て
、
争
議
を
し
て
い
る
当
事
者
の
一
方
の
利
益
代
表
で
あ
る
組
織
に
つ
い

て
は
維
持
し
よ
う
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
越
え
て
、
公
法
上
の
団
体
と
し
て
こ
の
よ
う
な
方
向
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国

の
監
督
に
服
す
る
職
能
身
分
上
の
代
表
に
つ
い
て
も
加
入
強
制
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
基
本
法
九
条
に
関
す
る
史
料
か
ら
導
き
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
（
…
…
）。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
職
能
身
分
上
の
強
制
結
合
が
す
で
に
以
前
に
か
つ
基
本
法
の
制
定
時
に
お
い
て
も
存
在

し
て
い
た
こ
と
も
付
け
加
わ
る
。
か
り
に
立
法
者
が
こ
の
古
い
伝
統
の
つ
な
が
り
を
断
ち
切
り
、
廃
止
し
よ
う
と
し
た
と
す
れ
ば
、
立
法

者
は
こ
の
こ
と
を
と
く
に
表
現
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
（
35
）

。」

五
九
年
判
決
は
、「
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
の
憲
法
上
の
限
界
の
問
題
」
は
、「
基
本
法
九
条
に
基
づ
い
て
答
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
規
定
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
私
法
上
の
団
体
を
設
立
し
、
こ
れ
に
加
入
し
、
又
は
加
入
し
な
い
自
由
を
保
障
す
る

に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て
い
た
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
理
由
付
け
は
極
め
て
簡
素
な
も
の
で
あ
っ
た
。

本
判
決
は
、
基
本
法
九
条
が
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
基
準
と
な
ら
な
い
と
す
る
解
釈
の
論
拠
と
し
て
九
条

の
「
成
立
史
」
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

二
三



四　

一
九
六
二
年
一
二
月
一
九
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定

（
一
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
六
二
年
一
二
月
一
九
日
の
決
定
（
36
）

に
お
い
て
、
商
工
会
議
所
へ
の
強
制
加
入
の
憲
法
適
合
性
の
問
題

に
取
り
組
ん
だ
。
一
九
五
六
年
一
二
月
一
八
日
の
「
商
工
会
議
所
の
暫
定
的
規
制
法
」（
以
下
、「
商
工
会
議
所
法
」
と
い
う
。）
に
よ
る
と
、

商
工
会
議
所
は
公
法
上
の
団
体
で
あ
る
（
三
条
一
項
）。
会
議
所
の
任
務
は
、「
会
議
所
に
所
属
す
る
会
議
所
地
区
の
営
業
者
の
全
体
利
益

を
代
表
し
、
商
工
業
経
済
の
振
興
に
協
力
し
、
そ
の
際
に
個
別
の
商
工
業
部
門
又
は
事
業
体
の
経
済
的
利
益
を
、
均
衡
を
保
ち
つ
つ
調
整

的
に
考
慮
す
る
」
こ
と
で
あ
る
（
一
条
一
項
）。
会
議
所
の
費
用
は
、
会
議
所
会
員
の
分
担
金
（
会
費
）
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
が
、
商
工

会
議
所
法
は
基
本
会
費
と
営
業
税
の
納
入
額
を
基
礎
と
し
た
割
当
会
費
を
定
め
て
い
る
（
三
条
二
項
以
下
）。
商
工
会
議
所
は
、
自
治
権
を

有
し
て
お
り
、
規
約
、
選
挙
規
則
及
び
会
費
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
国
の
法
的
監
督
の
み
に
服
す
る
（
四
条
、
七
条
、
一
一
条
）。

商
工
会
議
所
法
二
条
一
項
は
、
自
然
人
、
商
事
会
社
、
他
の
権
利
能
力
な
き
社
団
、
私
法
上
及
び
公
法
上
の
団
体
で
あ
っ
て
、
商
工
会
議

所
の
地
区
に
営
業
上
の
所
在
地
、
事
業
所
又
は
販
売
所
を
有
す
る
も
の
は
商
工
会
議
所
に
属
す
る
と
定
め
て
、
強
制
加
入
制
を
導
入
し
て

い
る
。
あ
る
合
資
会
社
が
、
商
工
会
議
所
法
一
条
、
二
条
等
を
直
接
攻
撃
す
る
憲
法
異
議
の
訴
え
を
提
起
し
、
商
工
会
議
所
に
与
え
ら
れ

た
任
務
は
、
主
と
し
て
「
純
粋
な
利
益
主
張
」
で
あ
り
、
任
意
加
入
の
団
体
に
よ
っ
て
も
十
分
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
関
係

者
の
自
由
が
法
律
に
よ
っ
て
過
度
に
制
約
さ
れ
て
お
り
、
商
工
会
議
所
法
の
諸
規
定
は
基
本
法
二
条
一
項
、
九
条
一
項
及
び
三
項
、
一
二

条
一
項
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
本
件
憲
法
異
議
の
訴
え
を
、
訴
訟
要
件
は
充
足
し
て
い
る

が
、
理
由
が
な
い
と
し
て
斥
け
た
。
商
工
会
議
所
法
の
定
め
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
示
し
た
判
断

の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
二
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
商
工
会
議
所
法
の
定
め
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
は
基
本
法
九
条
及
び
一
二
条
一
項
を
基

二
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準
と
し
て
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
基
本
法
二
条
一
項
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
と
述
べ
る
。

（
ａ
）　
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
九
条
は
、
公
法
上
の
団
体
又
は
営
造
物
へ
の
加
入
を
法
律
上
命
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
個
人
を

保
護
し
て
い
な
い
と
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
…
…
）。
こ
の
こ
と
は
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
ｂ
）　
「
基
本
法
一
二
条
も
、
影
響
を
受
け
て
い
な
い
。
商
工
会
議
所
へ
の
所
属
は
、
一
定
の
職
業
の
行
使
の
単
純
な
効
果
で
あ
る
。

こ
の
命
令
に
よ
っ
て
、
立
法
者
は
、
職
業
の
行
使
の
種
類
及
び
方
法
を
規
制
し
て
い
な
い
し
、
職
業
政
策
的
傾
向
も
追
求
し
て
い
な
い

（
…
…
）。」

（
ｃ
）　
「
攻
撃
さ
れ
て
い
る
法
律
は
、
憲
法
秩
序
の
一
部
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
異
議
申
立
人
の
経
済
的
な
行
為
の
自
由
を
制
約
し
て
い

る
…
…
（
37
）

。」

以
上
の
説
示
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
判
例
（
五
九
年
判
決
及
び
一
九
六
〇
年
二
月
二
五
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定
）
に
お
い
て
示
さ

れ
た
解
釈
論
を
繰
り
返
し
た
だ
け
で
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
点
は
な
い
。
本
判
決
の
意
義
は
、
商
工
会
議
所
へ
の
強
制
加
入
の
憲
法
適
合

性
と
い
う
学
説
に
お
い
て
活
発
に
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
点
に
あ
る
。
以
下
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
内
容

を
や
や
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
三
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
攻
撃
さ
れ
て
い
る
法
律
が
基
本
法
二
条
一
項
に
違
反
し
て
い
な
い
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
骨

子
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
ａ
）　
「
た
し
か
に
、
商
工
会
議
所
の
任
務
に
つ
い
て
は
、『
国
家
に
対
す
る
商
工
業
経
済
の
代
表
』
と
『
経
済
領
域
に
お
け
る
行
政
任

務
の
行
使
』
と
い
う
二
つ
の
問
題
群
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
つ
の
場
合
が
正
当
な
公
的
任
務

（
…
…
）
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
と
く
に
、
最
初
に
挙
げ
た
任
務
も
、
異
議
申
立
人
が
述
べ
る
よ
う
に
、『
純
粋
な
利
益
主
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張
』
で
は
な
い
。
異
議
申
立
人
は
、
業
界
別
団
体
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
が
、
業
界
別
団
体
は
、
第
一
次
的
に
そ
の
経
済
部
門
の
利
益

を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
対
立
す
る
利
益
及
び
一
般
の
利
益
を
包
括
的
に
評
価
す
る
こ
と
を
業
界
別
団
体
に
容
易
に
期
待

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
見
過
ご
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
商
工
会
議
所
は
、
商
工
業
経
済
の
全
体
利
益
を
つ
ね
に

注
視
し
、
個
別
の
商
工
業
部
門
又
は
事
業
体
の
経
済
的
利
益
を
も
っ
ぱ
ら
『
均
衡
を
保
ち
つ
つ
調
整
的
に
考
慮
す
る
』
こ
と
が
法
律
上
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
商
工
会
議
所
は
、
商
工
業
経
済
を
全
体
と
し
て
振
興
す
る
と
い
う
そ
の
任
務
の
枠
内
に
お
い
て
、
可
能
な
限
り
高

度
の
客
観
性
を
働
か
せ
る
と
い
う
法
律
上
の
責
任
が
課
さ
れ
て
い
る
（
38
）

。」

（
ｂ
）　
「
商
工
業
経
済
の
全
体
利
益
の
主
張
を
、
国
家
機
関
に
助
言
し
、
鑑
定
書
を
作
成
し
、
提
案
を
す
る
と
い
う
実
際
上
前
面
に
出

て
い
る
任
務
と
と
も
に
経
済
の
自
治
機
関
に
委
ね
た
こ
と
が
最
も
目
的
適
合
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
機
関
に
、

別
の
行
政
固
有
の
任
務
を
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
部
分
的
に
は
高
権
的
任
務
を
委
ね
、
さ
ら
に
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
国
家
の
官
庁
に
よ
っ
て
行

使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
任
務
を
委
ね
る
こ
と
に
対
し
て
も
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
考
慮
の
対
象
と
な
る
の
は
、
例
え
ば
、

取
引
所
の
監
視
、
競
売
人
の
公
的
選
任
、
専
門
家
の
選
任
と
宣
誓
、
国
家
の
命
じ
た
一
定
の
試
験
の
実
施
等
々
で
あ
る
。
公
的
任
務
を
国

家
の
官
庁
に
よ
っ
て
直
接
的
に
遂
行
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
公
法
上
の
団
体
を
通
し
て
間
接
的
に
遂
行
さ
せ
る
、
つ
ま
り
、
国
の
任
務
を

自
治
団
体
に
委
譲
す
る
か
は
、
原
則
的
に
立
法
者
の
自
由
で
あ
る
（
…
…
）。
本
件
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
、
経
済
領
域
に
お
け
る
行

政
任
務
が
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
商
工
会
議
所
の
全
体
任
務
の
枠
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
商
工
会
議
所
が
代
表
す
る
経
済
サ
ー
ク
ル

の
利
益
に
奉
仕
し
、
商
工
会
議
所
の
機
関
の
特
別
の
専
門
知
識
及
び
人
的
知
識
を
前
提
と
し
て
い
る
。
国
の
官
庁
は
、
こ
の
種
の
決
定
を
、

た
ん
に
専
門
家
の
助
言
を
求
め
た
後
に
下
す
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
故
、
会
議
所
に
よ
る
直
接
的
な
処
理
は
、
事
務
進
行
を
容
易
に
し
、

費
用
を
節
約
す
る
（
39
）

。」

二
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（
ｃ
）　
「
前
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
同
時
に
、
商
工
会
議
所
の
組
織
を
強
制
加
入
の
原
理
に
基
づ
い
て
編
成
す
る
こ
と
は
、
商
工
会
議
所

に
委
ね
ら
れ
た
任
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
に
有
意
義
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
。

会
議
所
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
提
案
及
び
鑑
定
書
の
価
値
は
、
一
つ
に
は
、
そ
の
判
断
の
独
立
性
に
、
一
つ
に
は
、
会
議
所
が
審
査
す

べ
き
で
あ
る
事
実
関
係
の
領
域
に
お
い
て
有
し
て
い
る
全
体
的
洞
察
力
の
程
度
に
基
づ
く
。
鑑
定
書
は
、
個
別
の
部
門
及
び
企
業
の
専
門

知
識
及
び
職
業
経
験
を
越
え
て
商
工
業
経
済
全
体
の
見
解
や
判
断
基
準
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
鑑
定
書
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
そ

の
実
質
的
権
威
を
獲
得
す
る
。
会
議
所
は
、
専
門
知
識
を
有
す
る
広
い
範
囲
の
専
門
家
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
専
門
家
の
内
部
に
お

い
て
、
ま
さ
に
様
々
な
見
解
や
観
察
方
法
に
発
言
の
機
会
が
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
が
内
部
的
に
調
整
さ
れ
得
る
。
商
業
に
従
事
す

る
す
べ
て
の
人
の
見
解
を
熟
知
し
、
そ
れ
を
比
較
検
討
す
る
恒
常
的
機
会
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

…
…か

り
に
商
工
会
議
所
へ
の
加
入
が
任
意
で
あ
る
と
す
る
と
、
会
員
の
構
成
は
偶
然
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
会
議
所
は
、
会
員
の

獲
得
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
資
金
力
の
あ
る
会
員
が
前
面
に
出
て
き
て
、
脱
退
の
脅
し
に
よ
っ
て
そ
の
特
殊
利
益
及
び
特

殊
な
見
解
の
考
慮
を
強
制
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
経
営
者
及
び
営
業
者
の
全
体
集
団
の
不
加
入
又
は
脱
退
に
よ
っ
て
、
会
議

所
は
、
そ
れ
ら
の
事
実
関
係
の
認
識
を
阻
害
さ
れ
、
又
は
認
識
の
機
会
を
奪
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
同
じ
程
度
に
お
い
て
、
こ
の
よ

う
な
会
議
所
の
信
頼
性
、
そ
の
包
括
的
な
専
門
知
識
及
び
客
観
性
は
も
は
や
制
度
的
に
確
保
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
（
40
）

。」

（
ｄ
）　
「
公
益
に
存
す
る
、
組
織
強
制
の
こ
の
よ
う
な
実
質
的
必
要
性
と
対
比
し
て
、
組
織
強
制
か
ら
生
じ
る
会
員
の
自
由
制
限
は
取

る
に
足
ら
な
い
。
会
議
所
に
所
属
す
る
こ
と
に
基
づ
く
義
務
は
、
た
ん
に
会
費
の
納
入
に
ほ
ぼ
尽
き
て
い
る
。
…
…
（
41
）

」

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
上
記
の
（
ａ
）
か
ら
（
ｄ
）
ま
で
の
事
項
を
指
摘
し
、「
立
法
者
は
、
商
工
会
議
所
へ
の
強
制
加
入
の
導
入
に
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よ
っ
て
関
係
者
の
自
由
を
適
切
な
程
度
を
超
え
た
仕
方
で
制
約
し
て
い
な
い
（
42
）

」
と
の
結
論
を
示
し
た
。
本
決
定
は
、
商
工
会
議
所
法
の
定

め
る
強
制
加
入
制
が
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
の
制
約
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
商
工
会
議
所
法
の
定
め
る
強
制
加
入
制
に
つ
い

て
立
ち
入
っ
た
具
体
的
考
察
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
と
こ
ろ
の
、
制
約
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
枠
組
み

に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
一
九
七
四
年
一
二
月
一
八
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第

一
法
廷
決
定
（
43
）

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
、
上
記
の
部
分
に
限
定
し
て
簡
単
に
紹
介
す
る
。

五　

一
九
七
四
年
一
二
月
一
八
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定

（
一
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
一
九
七
四
年
一
二
月
一
八
日
の
決
定
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
被
雇
用
者
が
強
制
的
に
構
成
員

に
な
る
被
雇
用
者
会
（A

rbeitnehm
erkam

m
er

）
を
公
法
上
の
団
体
と
し
て
設
置
し
た
ブ
レ
ー
メ
ン
及
び
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
の
法
律
が
基
本

法
に
反
し
な
い
と
判
断
し
た
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
基
本
法
二
条
一
項
に
基
づ
く
基
本
権
の
制
約
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
を

判
断
す
る
枠
組
み
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
。

（
二
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
公
法
上
の
団
体
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
上
の
限
界
は
基
本
法
九
条
か
ら
で
は
な
く
、
基
本
法
二

条
一
項
か
ら
導
か
れ
る
と
す
る
五
九
年
判
決
を
確
認
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

（
ａ
）　
「
基
本
法
九
条
一
項
に
お
い
て
は
、
個
人
に
対
し
て
、
私
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
基
づ
い
て
他
人
と
何
ら
か
の
種
類
の
団
体

に
集
ま
り
、
そ
れ
を
設
立
す
る
自
由
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
加
入
せ
ず
、
そ
こ
か
ら
脱
退
す
る
自
由
│
こ
の
自
由
は
二
項
に
基
づ
い
て
の
み

制
限
で
き
る
│
を
保
障
し
て
い
る
。
国
家
が
、
公
共
の
福
祉
を
根
拠
と
し
て
、
法
律
に
よ
っ
て
公
法
上
の
団
体
を
、
そ
の
任
務
を
実
情
に

即
し
て
遂
行
す
る
た
め
に
一
定
の
範
囲
の
市
民
が
所
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
的
団
体
と
し
て
設
置
す
る
と
決
め
た
場
合
は
、
別
の
問
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

題
で
あ
る
。
国
家
が
こ
の
こ
と
を
無
限
に
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
国
の
法
律
は
、『
憲
法
的
秩
序
』
の
一
部
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
の
法
律
は
、
形
式
的
及
び
実
質
的
観
点
か
ら
基
本
法
に
完
全
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
…
）。
法
治
国
家
性
の
要
請
を
充
た
す
こ
と
も
、
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
要
請
は
、
国
に
よ
る
制
約
の
比
例
性
の
原
則
を
含
ん
で

い
る
。
本
件
の
関
連
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
は
、
基
本
法
二
条
一
項
の
原
則
的
自
由
推
定
及
び
基
本
法
九
条
一
項
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
自

由
な
団
体
形
成
の
優
位
に
か
ん
が
み
て
、
立
法
者
は
こ
の
よ
う
な
公
法
上
の
団
体
の
設
置
の
必
要
性
を
綿
密
に
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
意
味
す
る
。
基
本
法
二
条
一
項
か
ら
、
個
人
に
対
し
て
、『
不
必
要
な
』
団
体
の
強
制
加
入
制
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
な
い
権
利

が
生
じ
る
（
44
）

。」

（
ｂ
）　
「
強
制
加
入
制
を
伴
う
公
法
上
の
団
体
の
設
立
の
た
め
の
第
一
の
要
件
は
、
当
該
団
体
が
『
正
当
な
公
的
任
務
』
を
遂
行
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
（
…
…
）。
こ
れ
は
、
そ
の
遂
行
に
共
同
体
の
高
度
の
利
益
が
存
す
る
任
務
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
私
的
な
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
の
方
法
に
よ
っ
て
は
効
果
的
に
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
又
は
、
国
家
が
自
ら
自
己
の
官
庁
を
通
し
て
実
現
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
狭
義
に
お
い
て
国
家
的
な
任
務
に
属
し
て
い
な
い
性
質
の
も
の
を
意
味
す
る
。
国
家
が
、
こ
の
よ
う
な
任
務
を
、
こ
の
目
的
の

た
め
に
と
く
に
形
成
さ
れ
た
公
法
上
の
団
体
に
委
譲
し
た
場
合
に
は
、
国
家
は
、
原
則
的
に
、
国
家
に
こ
こ
で
与
え
ら
れ
る
広
い
裁
量
の

枠
内
で
行
動
し
て
い
る
（
45
）

。」

（
ｃ
）　
「
し
か
し
な
が
ら
、
会
議
所
が
正
当
な
公
的
任
務
を
実
行
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
存
在
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
立

法
者
は
、
会
の
組
織
を
、
す
べ
て
の
被
雇
用
者
の
強
制
加
入
の
原
理
に
基
づ
い
て
組
み
立
て
た
。
こ
の
点
に
、
原
則
的
に
、
経
済
及
び
労

働
生
活
に
お
け
る
行
動
の
個
人
的
自
由
の
基
本
権
の
甚
大
な
制
約
が
あ
る
。
こ
の
制
約
を
行
う
法
律
は
、
当
該
制
約
が
比
例
的
で
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
た
場
合
に
限
り
、『
憲
法
的
秩
序
』
の
構
成
要
素
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該
制
約
が
立
法
者
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
目

二
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的
を
達
成
す
る
た
め
に
適
合
的
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
さ
ら
に
、
必
要
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
目
的
が
、

個
人
に
よ
り
少
な
い
負
担
を
課
す
に
す
ぎ
な
い
他
の
仕
方
で
同
じ
程
度
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
最
後
に
、
個
人

に
対
し
て
強
制
加
入
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
負
担
の
程
度
が
、
当
該
個
人
及
び
公
共
に
生
じ
る
利
益
と
な
お
合
理
的
関
係
に
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
（
…
…
（
46
））。」

（
三
）　

五
九
年
判
決
は
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
が
基
本
法
二
条
一
項
（
一
般
的
行
為
の
自
由
）
の
保
護
範
囲
を
制
約
し
て
お
り
、

公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
の
合
憲
性
は
基
本
法
二
条
一
項
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
た
が
、
同
判

決
に
お
い
て
は
、
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
の
制
約
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
判
断
枠
組
み
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
べ
き
か
に
つ
い
て

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
六
二
年
一
二
月
一
九
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定
も
同
様
で
あ
る
。
本
決
定
は
、
基
本
法

二
条
一
項
の
基
本
権
の
制
約
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
要
件
と
し
て
、
①
当
該
団
体
に
正
当
な
公
的
任
務
を
遂
行
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
及

び
②
比
例
原
則
（
適
合
性
、
必
要
性
及
び
相
当
性
）
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
二
つ
を
明
確
に
示
し
た
。
本
決
定
の
意
義
は
こ
の
点
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ　

二
〇
〇
一
年
一
二
月
七
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会
決
定

一　

一
九
九
八
年
七
月
二
一
日
連
邦
行
政
裁
判
所
第
一
部
判
決

（
一
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会
は
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
七
日
の
決
定
に
お
い
て
、
商
工
会
議
所
へ
の
強
制
加
入
の
合

憲
性
に
つ
い
て
詳
細
な
判
断
を
示
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
商
工
会
議
所
へ
の
強
制
加
入
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
、
す
で
に
紹
介

三
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

し
た
よ
う
に
、
一
九
六
二
年
一
二
月
一
九
日
の
決
定
に
お
い
て
合
憲
で
あ
る
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
が
、
〇
一
年
部
会
決
定
は
、

一
九
六
二
年
一
二
月
一
九
日
決
定
以
後
の
判
例
及
び
学
説
の
展
開
を
踏
ま
え
た
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
一
つ
の
理
論
的

到
達
点
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
極
め
て
注
目
に
値
す
る
。
以
下
、
〇
一
年
部
会
決
定
の
内
容
を
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
し

た
い
が
、
そ
の
前
に
、
一
九
九
八
年
七
月
二
一
日
連
邦
行
政
裁
判
所
第
一
部
判
決
（
47
）

（
以
下
、「
九
八
年
判
決
」
と
い
う
。）
も
紹
介
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
何
故
な
ら
、
〇
一
年
決
定
は
、
九
八
年
判
決
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
憲
法
異
議
の
訴
え
に
お
い
て
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
決
定
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
九
八
年
判
決
の
内
容
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
原
告
は
、
被
告
で
あ
る
商
工
会
議
所
の
地
区
に
お
い
て
、
保
険
仲
買
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
有
限
会
社
で
あ
る
。
原
告
は
、

被
告
の
し
た
会
費
決
定
を
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
、
商
工
会
議
所
へ
の
強
制
加
入
は
違
憲
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
後
、
原
告
は
行

政
裁
判
所
に
取
消
訴
訟
を
提
起
し
た
が
、
訴
え
は
斥
け
ら
れ
た
。
連
邦
行
政
裁
判
所
第
一
部
は
、
九
八
年
判
決
に
お
い
て
、「
商
工
会
議

所
へ
の
強
制
加
入
は
依
然
と
し
て
基
本
法
に
適
合
し
て
い
る
」（
判
決
要
旨
）
と
の
判
断
を
示
し
た
。
九
八
年
判
決
の
骨
子
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

（
二
）　

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
基
本
法
九
条
一
項
の
解
釈
論
を
展
開
す
る
。

「
基
本
法
九
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
は
、
結
社
及
び
団
体
を
結
成
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
規
範
は
、
私

的
自
治
に
よ
る
集
団
形
成
の
み
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
公
法
上
の
団
体
の
創
設
に
は
関
係
し
て
い
な
い
。
基
本
法
九
条
一
項
は
、

（
積
極
的
に
）
結
社
及
び
団
体
の
形
成
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
公
法
上
の
団
体
を
形
成
す
る
権
利
が
根
拠
付
け
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
権
利
を
含
む
と
こ
ろ
の
、
団
体
の
法
形
式
と
は
関
係
の
な
い
自
由
な
社
会
的
集
団
形
成
の
原
理
は
、
基
本
法
九

条
一
項
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
な
い
。
公
法
上
の
組
織
形
態
の
自
由
な
形
成
は
、
個
々
の
市
民
に
開
か
れ
て
い
な
い
。
個
々
の
市
民
に
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は
、
基
本
法
九
条
一
項
に
お
い
て
、
私
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
基
づ
い
て
他
人
と
団
体
を
形
成
し
、
そ
れ
を
設
立
し
、
さ
ら
に
団
体
に

加
入
せ
ず
、
こ
の
団
体
か
ら
脱
退
す
る
原
理
的
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
（
…
…
）。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
基
本
権
は
、『
消
極

的
』
結
社
の
自
由
も
含
む
。

た
し
か
に
、『
消
極
的
』
結
社
の
自
由
は
、『
積
極
的
』
結
社
の
自
由
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
す
で
に
そ
の
理
由
だ
け
で
私
的
団
体

に
加
入
し
な
い
自
由
に
限
定
さ
れ
る
、
と
の
論
拠
は
、
論
理
的
意
味
に
お
い
て
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
当

部
が
、
一
九
六
二
年
三
月
一
三
日
の
判
決
（
…
…
）
に
お
い
て
立
ち
入
っ
て
説
示
し
た
よ
う
に
、
私
法
上
の
団
体
を
形
成
し
、
こ
れ
に
加

入
し
、
又
は
加
入
し
な
い
自
由
に
基
本
法
九
条
一
項
の
保
護
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
基
本
法
九
条
一
項
の
成
立
史
に
よ
っ
て
も
裏
付

け
ら
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
保
護
範
囲
の
み
に
照
準
を
当
て
、
公
法
上
の
団
体
に
対
す
る
消
極
的
結
社
の
自
由
に
対

応
す
る
留
保
を
有
し
て
い
な
い
制
限
を
含
ん
で
い
る
基
本
法
九
条
二
項
の
体
系
的
関
連
性
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
か
り
に
…
…
公

法
上
の
団
体
に
対
す
る
消
極
的
結
社
の
自
由
が
存
在
す
る
と
主
張
し
よ
う
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
団
体
に
お
け
る
強
制
加
入
制
に
よ
っ

て
利
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
の
自
由
に
つ
い
て
も
限
界
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
強
制
加
入
制
を

伴
う
公
法
上
の
団
体
は
、
憲
法
上
設
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
憲
法
内
在
的
制
限
に
遡
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ

極
め
て
狭
い
限
界
に
お
い
て
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
基
本
法
が
、
こ
の
伝
統
的
か
つ
定
評
の

あ
る
制
度
を
原
則
的
に
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
認
識
で
き
な
い
（
48
）

。」

す
で
に
五
九
年
判
決
は
、「
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
の
憲
法
上
の
限
界
の
問
題
」
は
、「
基
本
法
九
条
に
基
づ
い
て
答
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
規
定
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
私
法
上
の
団
体
を
設
立
し
、
こ
れ
に
加
入
し
、
又
は
加
入
し
な
い
自
由
を
保

障
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て
い
た
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
理
由
付
け
は
極
め
て
簡
素
な
も
の
で

三
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

あ
っ
た
。
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
本
判
決
に
お
い
て
、
私
法
上
の
団
体
を
形
成
し
、
こ
れ
に
加
入
し
、
又
は
加
入
し
な
い
自
由
に
基
本
法

九
条
一
項
の
保
護
範
囲
を
限
定
す
る
解
釈
の
論
拠
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
と
く
に
、
論
拠
と
し
て
、「
積
極
的
自
由
と
消
極
的
自
由
と

の
表
裏
一
体
」
の
理
論
に
加
え
て
、「
成
立
史
」
と
「
基
本
法
九
条
二
項
の
体
系
的
関
連
性
」
を
補
強
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
説
示
の
後
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、「
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
は
、
人
格
を
自
由
に
発
展
さ
せ
る
権
利
を
付
与
し
て
い
る
。

こ
の
基
本
権
は
、『
不
必
要
な
』
団
体
の
強
制
加
入
制
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
保
護
し
て
い
る
（
…
…
）。」
と
指
摘
し
て
、

審
査
の
基
準
が
基
本
法
二
条
一
項
で
あ
る
と
の
立
場
を
採
る
（
49
）

が
、
こ
の
点
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
従
来
の
判
例
を
踏
襲
し
た
に
す
ぎ
な

い
。
本
判
決
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
の
「
制
約
」
が
正
当
化
さ
れ
る
要
件
に
関
す
る
説
示
で
あ
る
。

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
こ
の
基
本
権
を
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
に
よ
っ
て
制
限
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
対
応
す
る
法
律
が
憲
法
的
秩
序
の
一

部
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
形
式
的
及
び
実
質
的
観
点
に
お
い
て
基
本
法
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
（
…
…
）。
こ
の
こ
と

は
、
公
法
上
の
団
体
の
設
置
及
び
強
制
加
入
制
の
使
用
が
、
正
当
な
公
的
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
行
わ
れ
、
こ
の
た
め
に
適
合
的
で
か

つ
必
要
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
期
待
可
能
性
の
限
界
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
か
り
に
、

│
こ
の
こ
と
は
未
解
決
の

ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
が

│
強
制
加
入
制
が
職
業
行
使
の
自
由
の
制
約
で
あ
り
、
従
っ
て
、
基
本
法
一
二
条
一
項
が
基
準
と

な
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
基
準
が
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
…
…
（
50
））。」

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
に
よ
る
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
の
制
約
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に

は
、
公
法
上
の
団
体
の
設
置
及
び
強
制
加
入
制
の
使
用
が
、
①
「
正
当
な
公
的
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
」
な
さ
れ
る
こ
と
に
加
え
て
、

②
こ
の
た
め
に
適
合
的
で
か
つ
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
期
待
可
能
性
の
限
界
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
比
例
原
則
を
遵
守
し
な

三
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け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
に
指
摘
し
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
上
記
の
説
示
は
注
目
に
値
す
る
。

（
三
）　

そ
し
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
商
工
会
議
所
法
の
定
め
る
強
制
加
入
制
は
上
記
の
二
要
件
を
充
足
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

（
ａ
）　
「
商
工
会
議
所
は
正
当
な
公
的
任
務
を
遂
行
し
て
い
る
」。
商
工
会
議
所
の
「
任
務
は
、
共
同
体
の
関
心
事
が
追
求
さ
れ
て
い
る

と
い
う
意
味
に
お
い
て
公
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
商
工
会
議
所
が
国
家
の
機
関
及
び
官
庁
を
経
済
問
題
に

関
す
る
報
告
書
の
提
出
及
び
諮
問
に
よ
っ
て
支
援
し
、
国
家
の
機
関
及
び
官
庁
に
こ
の
領
域
に
お
け
る
決
定
に
と
っ
て
不
可
欠
の
基
礎
を

提
供
で
き
る
こ
と
を
、
商
工
会
議
所
の
正
当
な
公
的
任
務
で
あ
る
と
判
断
し
た
（
…
…
）」。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
こ
と
を
詳
細
に

論
述
し
た
が
、
当
時
の
考
慮
は
依
然
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
（
51
）

。

（
ｂ
）　

立
法
者
が
、
経
済
を
適
切
な
任
務
遂
行
の
利
益
の
た
め
に
「
束
ね
る
」
と
い
う
関
心
事
を
実
現
す
る
た
め
に
、
強
制
加
入
制
を

伴
う
公
法
上
の
団
体
の
創
設
を
通
し
て
適
格
な
手
段
を
選
択
し
た
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
（
52
）

。

（
ｃ
）　

強
制
加
入
制
は
必
要
性
を
欠
く
も
の
で
は
な
い
。「
強
制
加
入
制
を
採
ら
な
い
団
体
は
、
商
工
業
経
済
に
属
す
る
者
の
全
体
利

益
を
国
又
は
地
方
の
決
定
主
体
に
対
し
て
主
張
す
る
た
め
に
同
等
に
適
合
的
な
手
段
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
強
制
加
入
の
み
が
、

…
…
決
定
的
な
利
益
に
つ
い
て
の
、
会
員
構
成
の
偶
然
性
や
圧
力
に
束
縛
さ
れ
な
い
包
括
的
な
調
査
、
比
較
検
討
及
び
集
約
を
確
保
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
全
体
利
益
の
客
観
的
か
つ
信
頼
に
足
る
認
識
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
53
）

。」

（
ｄ
）　
「
最
後
に
、
強
制
加
入
は
、
狭
義
の
比
例
原
則
に
反
し
て
い
な
い
。
強
制
加
入
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
会
員
の
企
業
活
動
の

自
由
の
著
し
い
、
期
待
可
能
な
も
の
の
限
界
を
逸
脱
し
た
侵
害
で
は
な
い
。
反
対
に
、
強
制
加
入
は
、
会
員
に
対
し
て
、
会
議
所
に
お
け

る
関
与
の
機
会
と
会
議
所
の
成
果
を
利
用
す
る
機
会
を
与
え
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
使
わ
な
い
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
（
54
）

。」 三
四



ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

以
上
の
よ
う
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
商
工
会
議
所
へ
の
強
制
加
入
は
憲
法
に
適
合
す
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。
繰
り
返
し
に
な
る

が
、
本
判
決
に
お
い
て
は
、
①
五
九
年
判
決
が
示
し
た
基
本
法
九
条
一
項
の
解
釈
の
論
拠
を
補
強
し
た
こ
と
と
、
②
公
法
上
の
団
体
へ
の

強
制
加
入
に
よ
る
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
の
制
約
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
た
め
の
要
件
と
し
て
比
例
原
則
の
遵
守
を
挙
げ
た
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。

二　

結
社
の
自
由

そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
〇
一
年
部
会
決
定
を
紹
介
・
検
討
す
る
作
業
に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
（
55
）

。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
従
来
の
判
例
を
踏

襲
し
て
「
基
本
法
九
条
一
項
の
保
護
範
囲
は
影
響
を
受
け
て
い
な
い
」（R

n. 27

）
と
述
べ
る
が
、
〇
一
年
部
会
は
、
五
九
年
決
定
と
比
べ

て
基
本
法
九
条
の
解
釈
論
を
丁
寧
に
展
開
し
て
い
る
点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

（
ａ
）　
「
基
本
法
九
条
一
項
は
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
加
入
を
法
律
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
対
す
る
保
護
を
与
え
な
い
。」（R

n. 28

）

「
結
社
の
自
由
の
保
護
が
及
ぶ
の
は
、
継
続
性
を
有
し
、
任
意
性
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
、
共
通
の
目
的
を
追
求
す
る
た
め
に
構
成
さ

れ
、
か
つ
組
織
化
さ
れ
た
意
思
形
成
を
含
ん
で
い
る
自
然
人
又
は
法
人
の
私
法
上
の
結
合
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
（
…
…
）。

そ
の
た
め
、
任
意
性
の
要
素
は
、
基
本
法
九
条
一
項
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
結
社
の
概
念
に
と
っ
て
構
成
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ

の
成
立
と
存
続
が
基
本
権
に
よ
っ
て
発
案
さ
れ
た
任
意
性
に
基
づ
い
て
い
な
い
団
体
│
本
件
に
お
け
る
商
工
会
議
所
の
よ
う
に
│
は
、
始

め
か
ら
基
本
法
九
条
一
項
の
結
社
の
概
念
に
含
ま
れ
な
い
。」（R

n. 29
）

（
ｂ
）　
「
成
立
史
か
ら
も
、
基
本
法
九
条
一
項
を
公
法
上
の
団
体
へ
の
包
括
的
な
不
加
入
権
と
い
う
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。」（R

n. 30

）

三
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「
す
で
に
ヘ
レ
ン
・
キ
ー
ム
ゼ
ー
憲
法
会
議
に
お
い
て
、
何
人
も
団
体
に
加
入
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と

い
う
規
定
を
結
社
の
自
由
に
補
充
す
る
提
案
が
拒
否
さ
れ
た
。
こ
の
拒
否
は
、
将
来
に
お
い
て
も
一
定
の
職
業
に
属
す
る
者
を
公
法
上
の

組
織
に
強
制
的
に
統
合
す
る
必
要
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
（
…
…
）。」（R

n. 31

）

「
議
会
評
議
会
の
審
議
は
、
こ
の
一
義
的
な
立
場
に
基
づ
い
て
い
る
。
議
会
評
議
会
は
、
一
般
的
な
結
社
の
自
由
か
ら
労
働
法
制
上
の

問
題
を
分
離
し
つ
つ
も
、
結
社
の
自
由
の
二
つ
の
局
面
を
一
つ
の
条
文
に
お
い
て
文
章
化
し
た
が
、
そ
の
際
に
、
団
結
の
自
由
に
つ
い
て

の
み
明
示
的
な
不
加
入
権
が
議
論
さ
れ
た
（
…
…
）。」（R
n. 32

）

「
議
会
評
議
会
の
議
員
は
、
討
論
に
お
い
て
、
職
能
身
分
上
の
強
制
加
入
団
体
の
存
在
を
意
識
し
て
い
た
。
議
員
は
、
こ
の
古
い
伝
統

と
の
結
び
つ
き
を
中
断
し
た
り
、
断
絶
し
た
り
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
と
く
に
表
現
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。」（R

n. 33
）

「
そ
れ
故
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
基
本
法
九
条
一
項
の
保
護
範
囲
が
、
確
立
し
た
判
例
に
お
い
て
、
団
体
に
加
入
し
な
い
権

利
に
ま
で
拡
張
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
（
…
…
）、
消
極
的
結
社
の
自
由
の
こ
の
保
護
は
、
積
極
的
保
障
の
保
護
範
囲
を
超
え
る
こ
と
は

な
い
。
女
性
市
民
及
び
男
性
市
民
は
、
自
発
性
を
基
礎
と
し
て
団
体
を
結
成
す
る
権
利
を
保
障
さ
れ
、
国
家
が
、
こ
の
自
発
的
な
結
合
に

加
入
す
る
こ
と
を
他
の
市
民
に
強
制
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。」（R

n. 34

）

〇
一
年
部
会
決
定
の
展
開
し
た
基
本
法
九
条
一
項
の
解
釈
論
は
、
五
九
年
判
決
の
示
し
た
解
釈
論
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
が
、
私
法
上
の
団
体
を
形
成
し
、
こ
れ
に
加
入
し
、
又
は
加
入
し
な
い
自
由
に
基
本
法
九
条
一
項
の
保
護
範
囲
を
限
定
す

る
解
釈
の
論
拠
と
し
て
、「
積
極
的
自
由
と
消
極
的
自
由
と
の
表
裏
一
体
」
の
理
論
に
加
え
て
、「
成
立
史
」
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る

点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
。
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

三　

一
般
的
行
為
の
自
由

（
一
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
五
九
年
判
決
を
踏
襲
し
て
、
商
工
会
議
所
へ
の
強
制
加
入
の
合
憲
性
に
つ
い
て
基
本
法
二
条
一
項
を
基

準
と
し
て
判
断
し
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
強
制
加
入
団
体
の
構
成
員
と
し
て
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
保
護
の
た
め
の
審
査
基
準
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
確
立
し
た
判

例
に
従
え
ば
、
基
本
法
二
条
一
項
で
あ
る
（
…
…
）。」（R

n. 35

）

「
こ
の
規
定
は
、
不
必
要
な
義
務
的
結
社
の
防
御
の
た
め
の
十
分
な
手
段
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
（
…
…
）

に
よ
る
と
基
本
法
九
条
一
項
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
自
由
な
社
会
的
集
団
形
成
の
原
理
も
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か

し
同
時
に
、
こ
の
審
査
基
準
は
、
国
家
が
そ
の
任
務
を
適
切
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
国
家
に
十
分
な
形
成
の
自
由
を
残
し

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
強
制
加
入
団
体
は
、
そ
れ
が
公
的
任
務
に
役
立
つ
も
の
で
、
そ
の
設
置
が
、
そ
の
任
務
と
対
比
し
て
判
断
し

て
、
比
例
的
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
許
さ
れ
る
。」（R

n. 36

）

五
九
年
判
決
は
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
が
基
本
法
二
条
一
項
（
一
般
的
行
為
の
自
由
）
の
保
護
範
囲
を
制
約
し
て
お
り
、
公
法

上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
の
合
憲
性
は
基
本
法
二
条
一
項
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
た
が
、
同
判
決
に

お
い
て
は
、
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
の
制
約
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
判
断
枠
組
み
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
べ
き
か
に
つ
い
て
必
ず

し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
〇
一
年
部
会
決
定
は
、「
強
制
加
入
団
体
は
、
そ
れ
が
公
的
任
務
に
役
立
つ
も
の
で
、
そ
の
設
置
が
、
そ
の

任
務
と
対
比
し
て
判
断
し
て
、
比
例
的
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
許
さ
れ
る
。」
と
指
摘
し
、
基
本
権
の
制
約
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
要

件
は
①
正
当
な
公
的
任
務
と
②
比
例
原
則
の
遵
守
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
〇
一
年
部
会
決
定
の
何
よ
り
の
意
義
は
、
こ
の
点
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
二
）　

そ
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
上
記
の
判
断
枠
組
み
に
よ
っ
て
商
工
会
議
所
法
の
定
め
る
強
制
加
入
制
の
合
憲
性
を
検
討
す

る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、「
正
当
な
目
的
」（
正
当
な
公
的
任
務
の
遂
行
）
の
要
件
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
強
制
加
入
制
を
伴
う
公
法
上
の
団
体
を
設
置
す
る
た
め
の
要
件
は
、
当
該
団
体
が
正
当
な
公
的
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
る

（
…
…
）。
正
当
な
公
的
任
務
と
は
、
そ
の
遂
行
に
共
同
体
の
重
大
な
利
益
が
存
す
る
任
務
を
言
う
が
、
こ
の
任
務
は
、
私
的
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
の
方
法
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
国
家
が
自
ら
そ
の
官
庁
を
通
し
て
行
使
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
狭
義
の
国
家
的
任
務
に
属
す
る
も
の
で
も
な
い
（
…
…
）。
こ
の
要
件
が
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
評
価
に
際
し
て
、
国
家
に

広
い
裁
量
が
与
え
ら
れ
る
。」（R

n. 37

）

「
た
だ
し
、
経
済
的
及
び
社
会
的
諸
条
件
の
変
化
、
例
え
ば
、
会
議
所
に
統
合
さ
れ
て
い
る
企
業
の
構
造
の
変
化
及
び
対
応
す
る
領
域

に
お
け
る
団
体
制
度
の
展
開
は
、
公
法
上
の
強
制
加
入
団
体
の
た
め
の
要
件
が
な
お
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
恒
常
的
に
点
検
す
る
こ

と
を
立
法
者
に
求
め
て
い
る
。
立
法
者
は
、
一
九
九
八
年
の
直
近
の
法
改
正
に
お
い
て
こ
の
こ
と
を
点
検
し
、
…
…
こ
れ
を
肯
定
し
た
。

…
…
」（R

n. 38

）

「
商
工
会
議
所
法
一
条
は
、
会
議
所
に
経
済
振
興
に
お
け
る
任
務
を
付
与
し
て
い
る
。
国
家
が
、
…
…
経
済
振
興
と
い
う
公
的
任
務
に

お
い
て
自
治
制
度
の
手
助
け
を
利
用
し
た
場
合
、
こ
の
こ
と
に
憲
法
上
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
二
つ
の
異
な
る
任

務
群
と
し
て
『
商
工
業
経
済
の
代
表
』
と
『
経
済
領
域
に
お
け
る
行
政
任
務
の
行
使
』
を
挙
げ
、
両
者
を
正
当
な
任
務
で
あ
る
と
評
価
し

た
（
…
…
）。
会
議
所
の
任
務
に
お
い
て
、
二
つ
の
任
務
群
は
切
り
離
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
…
…
立
法
者
の
視
点
か
ら
は
、
自
治

制
度
を
利
用
す
る
と
い
う
経
済
主
体
に
と
っ
て
特
殊
な
方
法
で
結
び
付
い
て
い
る
。
経
済
主
体
を
自
治
制
度
に
組
織
化
す
る
こ
と
は
、
専

門
知
識
と
利
益
を
束
ね
、
そ
れ
ら
を
構
造
化
し
、
均
衡
を
保
ち
つ
つ
経
済
政
策
上
の
意
思
形
成
過
程
に
組
み
込
み
、
同
時
に
経
済
行
政
に
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イ
ツ
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強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

お
け
る
国
家
の
負
担
を
減
ら
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
公
的
任
務
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
を
正
当

化
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
任
務
の
う
ち
の
個
々
の
任
務
が
他
の
形
式
に
お
い
て
も
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

と
く
に
、
業
界
別
団
体
が
行
っ
て
い
る
よ
う
な
純
粋
な
利
益
主
張
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
国
家
機
関
に
助
言
を

す
る
と
い
う
実
際
上
前
面
に
出
て
い
る
任
務
と
と
も
に
、
商
工
業
経
済
の
全
体
利
益
の
主
張
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
…
…
」（R

n. 39

）

（
三
）　

つ
ぎ
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
商
工
会
議
所
と
い
う
強
制
加
入
団
体
の
設
置
が
比
例
原
則
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、

「
強
制
加
入
制
を
伴
う
自
治
団
体
に
お
い
て
こ
の
公
的
任
務
を
組
織
化
す
る
こ
と
は
、
事
情
の
変
化
に
照
ら
し
て
も
、
な
お
比
例
的
で
あ

る
、
つ
ま
り
、
適
合
的
で
、
必
要
で
か
つ
狭
義
の
比
例
的
で
あ
る
」（R

n. 40

）
と
の
結
論
を
示
し
た
。
以
下
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
行
っ

た
比
例
性
審
査
を
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
（
56
）

。

（
ａ
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
適
合
性
の
要
件
の
充
足
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
断
す
る
。

「
あ
る
手
段
は
、
こ
の
手
段
を
使
っ
て
望
ま
し
い
成
果
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
す
で
に
憲
法
上
の
意
味
に
お
い
て
適
合

的
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
目
的
到
達
の
可
能
性
で
十
分
で
あ
る
（
…
…
）。
労
働
市
場
秩
序
、
社
会
秩
序
及
び
経
済
秩
序
の
領
域
に
お
い

て
、
立
法
者
に
と
く
に
広
範
囲
な
評
価
及
び
予
測
の
優
先
権
が
与
え
ら
れ
る
（
…
…
）。
立
法
者
が
公
共
の
利
益
の
た
め
に
い
か
な
る
措

置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
か
に
つ
い
て
、
そ
の
経
済
的
及
び
社
会
政
策
的
観
念
及
び
目
的
を
基
礎
と
し
、
さ
ら
に
関
係
す
る
事
物
領
域
の
固

有
法
則
性
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
こ
と
は
、
主
と
し
て
、
立
法
者
の
事
項
で
あ
る
。」（R

n. 41

）

「
自
治
制
度
を
使
っ
て
経
済
振
興
及
び
経
済
行
政
を
組
織
化
す
る
と
の
立
法
者
の
決
定
は
、
こ
れ
ら
の
原
則
に
よ
っ
て
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ

る
。
そ
れ
故
、
│
分
離
し
て
考
察
し
て
│
私
的
団
体
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
国
の
官
庁
に
よ
っ
て
も
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
任
務
を
全
体

的
関
連
性
か
ら
選
び
出
す
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
。
立
法
者
の
視
点
か
ら
は
、
会
議
所
に
よ
っ
て
経
済
行
政
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
は
、
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国
の
官
庁
に
よ
っ
て
こ
の
任
務
を
遂
行
す
る
よ
り
も
よ
り
実
情
に
即
し
て
お
り
、
自
ら
選
出
し
た
機
関
を
通
し
て
関
係
者
が
関
与
す
る
た

め
に
よ
り
自
由
を
確
保
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
私
的
団
体
に
よ
る
利
益
主
張
は
、
こ
の
視
点
か
ら
は
、
同
じ
程
度
に
全
体
利
益
に
準
拠
し

て
い
な
い
し
、
ま
た
、
公
共
の
福
祉
に
も
準
拠
し
て
い
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
任
務
を
私
的
団
体
と
官
庁
に
配
分
す
る
こ
と
は
、
ま

さ
に
立
法
者
が
自
治
組
織
に
よ
っ
て
適
法
に
追
求
し
て
い
る
目
標
を
達
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
故
、
等
し
く
適
合
的
で
は
な
い
。」

（R
n. 42

）

（
ｂ
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
つ
ぎ
に
、
必
要
性
の
要
件
を
検
討
し
、「
強
制
加
入
制
を
伴
う
団
体
の
設
置
は
、
立
法
者
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に
必
要
で
も
あ
る
」（R

n. 43

）
と
の
結
論
を
示
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
国
の
措
置
の
目
的
が
同
等
に
効
果
的
な
他
の
手
段
に
よ
っ
て
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
関
係
す
る
基
本
権
が
制
限
さ
れ

て
い
な
い
か
、
よ
り
少
な
く
制
限
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
場
合
、
必
要
性
の
要
請
に
反
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
立
法
者
の
選
択
し

た
手
段
と
比
較
し
て
他
の
手
段
が
個
別
に
長
所
を
有
し
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
の
長
所
か
ら
直
ち
に
違
憲
性
が
帰
結
さ

れ
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
よ
り
少
な
い
制
約
が
選
択
肢
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
場
合
、
目
的
達
成
の
た
め
の
実
質
的
同
等
性
が
あ

ら
ゆ
る
観
点
に
お
い
て
一
義
的
に
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
…
…
）。」（R

n. 44

）

「
こ
の
審
査
に
お
い
て
も
、
任
務
の
う
ち
の
個
別
の
も
の
が
一
定
の
観
点
で
異
議
申
立
人
に
と
っ
て
よ
り
負
担
の
少
な
い
仕
方
で
遂
行

さ
れ
得
る
か
ど
う
か
は
、
問
題
と
な
ら
な
い
。」（R

n. 45

）

「
純
粋
な
私
的
団
体
は
、
公
共
の
福
祉
へ
の
拘
束
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
に
、
商
工
会
議
所
が
強
制
加
入
義
務
を
使
っ
て
遂
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
任
務
を
行
使
で
き
る
状
況
に
は
な
い
。
立
法
者
が
経
済
領
域
に
お
け
る
行
政
任
務
を
、
公
的
任
務
を
間
接
的
な
国
家
行
政
に

お
い
て
も
行
使
さ
せ
る
と
い
う
立
法
者
に
原
則
的
に
開
か
れ
て
い
る
選
択
の
自
由
の
枠
内
に
お
い
て
、
商
工
会
議
所
に
委
譲
す
る
こ
と
に
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対
し
て
、
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
、
商
工
会
議
所
の
全
体
任
務
の
枠
内
に
組
み
込
ま
れ
、
会
議
所
の

特
別
の
事
情
精
通
性
と
専
門
能
力
を
利
用
す
る
行
政
任
務
に
当
て
は
ま
る
（
…
…
）。
国
家
は
、
経
済
的
利
益
の
一
次
的
な
担
い
手
の
専

門
能
力
を
、
国
民
経
済
上
有
意
義
な
諸
条
件
を
展
開
す
る
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
国
家
に
よ
る
こ
の
任
務
の
行

使
は
、
経
済
的
利
益
の
一
次
的
な
担
い
手
へ
の
移
動
と
い
う
許
さ
れ
る
法
政
策
上
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。」

（R
n. 46

）

「
従
っ
て
、
す
べ
て
の
営
業
者
を
商
工
会
議
所
の
会
員
に
す
る
こ
と
も
、
そ
の
任
務
の
適
切
な
遂
行
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
。
商
工
会

議
所
の
有
す
る
公
共
の
福
祉
の
任
務
、
及
び
そ
の
多
様
な
経
済
行
政
任
務
の
故
に
、
会
員
の
構
成
は
、
す
べ
て
の
部
門
及
び
事
業
規
模
を

包
含
す
る
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
経
済
的
自
治
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
中
小
企
業
を
含
む
す
べ
て
の
企
業
の
関
与
が
必
要
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
会
議
所
は
そ
の
任
務
を
包
括
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
会
議
所
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
提
案
及
び
鑑
定

書
の
価
値
は
、
そ
の
判
断
の
独
立
性
に
加
え
て
、
会
議
所
が
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
の
領
域
に
お
い
て
有
し
て
い
る
全
体
的
洞

察
力
の
完
全
性
に
あ
る
（
…
…
）。」（R

n. 47

）

「
必
要
性
の
観
点
か
ら
、
強
制
加
入
義
務
と
商
工
会
議
所
法
三
条
二
項
一
文
に
根
拠
の
あ
る
会
費
負
担
義
務
と
を
結
び
付
け
る
こ
と
に

対
し
て
も
、
憲
法
上
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
経
済
的
自
治
に
典
型
的
な
、
商
工
会
議
所
法
一
条
に
基

づ
く
任
務
設
定
で
あ
る
利
益
主
張
、
振
興
及
び
行
政
任
務
の
結
合
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
商
工
会
議
所
の
活
動
は
、
公
的

任
務
が
問
題
と
な
る
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
会
員
の
利
益
の
主
張
及
び
そ
の
経
済
的
活
動
の
振
興
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

は
、
会
員
を
会
議
所
の
費
用
負
担
に
適
切
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
。」（R

n. 48

）

（
ｃ
）　

最
後
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
狭
義
の
比
例
原
則
の
要
件
を
検
討
し
、「
強
制
加
入
を
命
じ
る
こ
と
は
、
追
求
さ
れ
て
い
る

四
一



正
当
な
目
的
と
の
関
係
に
お
い
て
狭
義
の
比
例
性
を
保
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
、
期
待
可
能
で
あ
る
」（R

n. 49

）
と
の
結
論
を
示
す
。

「
強
制
加
入
に
よ
る
個
別
の
営
業
者
の
侵
害
は
、
企
業
の
活
動
の
自
由
の
著
し
い
制
限
を
意
味
し
な
い
。
そ
の
際
に
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
と
り
わ
け
、
強
制
加
入
は
、
会
議
所
に
所
属
す
る
者
に
、
一
方
に
お
い
て
、
国
の
決
定
過
程
へ
の
関
与
及
び
協
力
の
機

会
を
与
え
る
が
、
そ
の
際
に
、
し
か
し
他
方
に
お
い
て
、
積
極
的
に
活
動
し
な
い
可
能
性
も
残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
、
強
制

加
入
は
、
自
由
保
障
的
及
び
正
当
化
機
能
を
有
す
る
。
何
故
な
ら
、
強
制
加
入
は
、
一
般
の
利
益
が
法
律
上
の
強
制
を
求
め
る
と
こ
ろ
で

も
、
直
接
的
な
国
家
行
政
を
回
避
し
、
そ
の
代
わ
り
に
、
関
係
者
の
関
与
に
信
頼
を
寄
せ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。」（R

n. 50

）

「
強
制
加
入
団
体
及
び
そ
の
機
関
に
よ
る
任
務
の
逸
脱
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
が
、
個
々
の
会
員
は
、
…
…
必
要
な
場
合
に
は
訴

訟
の
手
段
で
防
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」（R
n. 51

）

こ
の
よ
う
に
し
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
商
工
会
議
所
と
い
う
強
制
加
入
団
体
の
設
置
が
比
例
原
則
に
合
致
す
る
と
判
断
し
た
。

Ⅳ　

判
例
の
整
理

以
上
に
お
い
て
紹
介
し
て
き
た
判
例
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ａ
）　

基
本
法
九
条
一
項
の
「
結
社
の
自
由
」
の
保
護
は
、
継
続
性
を
有
し
、
任
意
性
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
、
共
通
の
目
的
を
追
求

す
る
た
め
に
構
成
さ
れ
、
か
つ
組
織
化
さ
れ
た
意
思
形
成
を
含
ん
で
い
る
自
然
人
又
は
法
人
の
私
法
上
の
結
合
に
及
ぶ
。
任
意
性
は
、
基

本
法
九
条
一
項
の
「
結
社
」
の
概
念
の
決
定
的
要
素
で
あ
る
。
強
制
加
入
制
を
伴
う
公
法
上
の
団
体
は
、
任
意
性
の
要
素
を
欠
く
た
め
、

基
本
法
九
条
一
項
の
「
結
社
」
に
当
た
ら
な
い
。
消
極
的
結
社
の
自
由
の
保
護
範
囲
は
、
積
極
的
結
社
の
自
由
の
保
護
範
囲
を
超
え
る
こ

四
二



ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

と
は
な
い
。
基
本
法
九
条
一
項
か
ら
、
公
法
上
の
団
体
を
設
立
す
る
権
利
が
導
出
さ
れ
な
い
以
上
、
基
本
法
九
条
一
項
か
ら
、
公
法
上
の

団
体
に
加
入
し
な
い
権
利
を
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（「
積
極
的
自
由
と
消
極
的
自
由
の
表
裏
一
体
」
の
論
拠
）。
従
っ
て
、
基
本
法
九
条

一
項
は
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
加
入
を
法
律
上
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
個
人
を
保
護
し
な
い
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
基
本
法
九
条

一
項
の
「
成
立
史
」
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
（
こ
の
部
分
は
、
五
九
年
判
決
及
び
〇
一
年
部
会
決
定
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。）。

（
ｂ
）　

一
定
の
職
業
に
従
事
す
る
者
に
対
し
て
公
法
上
の
団
体
へ
の
加
入
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
、
職
業
の
自
由
（
基
本
法
一
二
条
一

項
）
の
「
制
約
」
に
当
た
ら
な
い
（
こ
の
部
分
は
、
一
九
六
〇
年
二
月
二
五
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
（
57
）

。）。

（
ｃ
）　

強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
を
判
断
す
る
基
準
は
基
本
法
二
条
一
項
で
あ
る
。
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
の
制
約
が
憲
法
上

正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
強
制
加
入
団
体
に
正
当
な
公
的
任
務
を
遂
行
さ
せ
る
こ
と
と
、
そ
の
設
置
が
、
そ
の
任
務
と
の
関
係
に
お
い

て
比
例
的
で
あ
る
こ
と
（
①
正
当
な
公
的
任
務
の
遂
行
と
②
比
例
原
則
の
遵
守
）
が
必
要
で
あ
る
（
こ
の
部
分
は
、
一
九
七
四
年
一
二
月
一
八
日
連

邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定
及
び
〇
一
年
部
会
決
定
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。）。

Ⅴ　

結
語

本
稿
の
目
的
は
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
主
要
な
判
例
を
紹
介
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
（
58
）

。
こ

の
目
的
は
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
判
例
法
理
の
最
大
の
特
徴
は
、
す
で
に
示
し
た
よ

う
に
、
公
法
上
の
団
体
へ
の
強
制
加
入
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
は
、
基
本
法
九
条
一
項
（
結
社
の
自
由
）
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
の

で
は
な
く
、
ま
た
、
基
本
法
一
二
条
一
項
（
職
業
の
自
由
）
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
の
で
も
な
く
、
基
本
法
二
条
一
項
（
一
般
的
行
為
の

四
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自
由
）
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
例
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
学
説
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ

て
い
る
（
59
）

が
、
こ
れ
を
厳
し
く
批
判
す
る
学
説
も
少
な
く
な
い
（
60
）

。
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
学
説
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
別
途
論
文
を
早
急
に
作
成
し
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
学
説
の

状
況
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
の
判
例
及
び
学
説
を
紹
介
・
検
討
す
る
作
業
を
終
え
た
後
に
は
、

そ
れ
で
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
及
び
学
説
を
踏
ま
え
て
日
本
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
自

ら
の
見
解
を
示
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
日
本
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
に
つ
い
て
自
ら
の
見
解
を
示
す
こ
と

も
筆
者
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
1
） 

新
井
誠
・
曽
我
部
真
裕
・
佐
々
木
く
み
・
横
大
道
聡
『
憲
法
Ⅱ　

人
権
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
ⅱ
頁
。

（
2
） 

新
井
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）一
六
二
頁
以
下
﹇
横
大
道
聡
執
筆
﹈。

（
3
） 

強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
を
結
社
の
自
由
の
問
題
と
し
て
構
成
す
る
学
説
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
青
柳
幸
一
『
憲
法
』（
尚
学
社
、

二
〇
一
五
年
）
二
〇
二
頁
、
芦
部
信
喜
『
憲
法
学
Ⅲ
人
権
各
論
（
一
）〔
増
補
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
三
三
頁
以
下
、
同
『
憲
法
第
六

版
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
二
一
九
頁
以
下
、
伊
藤
正
巳
『
憲
法
﹇
第
三
版
﹈』（
弘
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
三
〇
三
頁
、
岩
間
昭
道
『
憲
法

綱
要
』（
尚
学
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
二
七
頁
、
大
沢
秀
介
『
憲
法
入
門
﹇
第
三
版
﹈』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
一
五
五
頁
以
下
、
近
藤
敦
『
人

権
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
二
一
三
頁
、
佐
藤
幸
治
「
集
会
・
結
社
の
自
由
」
芦
部
信
喜
編
『
憲
法
Ⅱ
人
権
（
一
）』（
有
斐
閣
、

一
九
七
八
年
）
六
〇
四
頁
、
同
『
憲
法
﹇
第
三
版
﹈』（
青
林
書
院
、
一
九
九
五
年
）
五
五
〇
頁
以
下
、
同
『
日
本
国
憲
法
論
』（
成
文
堂
、

二
〇
一
一
年
）
二
九
三
頁
、
渋
谷
秀
樹
・
赤
坂
正
浩
『
憲
法
Ⅰ
人
権
﹇
第
六
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
二
四
五
頁
﹇
渋
谷
秀
樹
執
筆
﹈

二
四
五
頁
、
芹
沢
斉
・
市
川
正
人
・
阪
口
正
二
郎
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
憲
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
八
五
頁
﹇
市
川
正

人
執
筆
﹈、
辻
村
み
よ
子
『
憲
法
﹇
第
五
版
﹈』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
二
二
七
頁
、
戸
波
江
二
『
憲
法
（
新
版
）』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、

四
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

一
九
九
八
年
）
二
六
六
頁
、
野
中
俊
彦
・
中
村
睦
男
・
高
橋
和
之
・
高
見
勝
利
『
憲
法
Ⅰ
（
第
五
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
三
七
四
頁
﹇
中

村
睦
男
執
筆
﹈、
長
尾
一
紘
『
日
本
国
憲
法
﹇
第
三
版
﹈』（
世
界
思
想
社
、
一
九
七
七
年
）
二
四
〇
頁
、
同
『
日
本
国
憲
法
﹇
全
訂
第
四
版
﹈』（
世

界
思
想
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
〇
八
頁
、
長
岡
徹
「
弁
護
士
会
へ
の
強
制
加
入
制
度
が
憲
法
二
二
条
一
項
の
職
業
選
択
の
自
由
に
違
反
し
な
い
と
さ

れ
た
事
例
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
六
三
号
（
一
九
九
三
年
）
三
四
頁
、
橋
本
公
亘
『
日
本
国
憲
法
﹇
改
訂
版
﹈』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
二
五
八
頁
、

橋
本
基
弘
『
近
代
憲
法
に
お
け
る
団
体
と
個
人
』（
不
磨
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
二
八
六
頁
以
下
、
長
谷
部
恭
男
編
『
注
釈
日
本
国
憲
法
（
二
）』

（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
四
五
二
頁
以
下
〔
阪
口
正
二
郎
執
筆
〕、
松
井
茂
記
『
日
本
国
憲
法＜

第
三
版＞

』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
四
九
一

頁
（
松
井
は
、「
二
一
条
の
固
有
の
結
社
の
自
由
は
、
広
い
意
味
で
の
表
現
目
的
の
も
の
に
限
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
、「
営
利

的
な
会
社
を
設
立
し
営
業
す
る
こ
と
な
ど
は
、
二
一
条
の
結
社
の
自
由
の
問
題
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
二
二
条
一
項
の
職
業
選
択
の
自
由
の
問
題
と

考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
主
張
す
る
（
四
八
八
頁
）
と
と
も
に
、「
消
極
的
結
社
の
自
由
に
関
連
し
て
は
、
結
社
の
強
制
設
立
・
強
制
加

入
が
問
題
と
な
る
」
と
指
摘
し
、
そ
の
例
と
し
て
弁
護
士
会
へ
の
強
制
加
入
を
挙
げ
て
い
る
（
同
書
四
九
一
頁
）。）、
毛
利
透
・
小
泉
良
幸
・
浅
野

博
宣
・
松
本
哲
治
『
憲
法
Ⅱ　

人
権
﹇
第
二
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
二
六
三
頁
以
下
﹇
毛
利
透
執
筆
﹈、
渡
辺
康
行
・
宍
戸
常
寿
・
松
本

和
彦
・
工
藤
達
朗
著
『
憲
法
Ⅰ
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
二
七
六
頁
﹇
工
藤
達
朗
執
筆
﹈。
他
方
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
を
職
業
の

自
由
の
問
題
と
し
て
構
成
す
る
学
説
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
宮
沢
俊
義
『
憲
法
Ⅱ
〔
新
版
（
改
訂
）〕』（
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
）
三
九
三
頁

は
、「
司
法
書
士
法
、
土
地
家
屋
調
査
士
法
お
よ
び
税
理
士
法
に
よ
れ
ば
、
司
法
書
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
お
よ
び
税
理
士
は
、
そ
の
業
務
を
行
う

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法
書
士
会
、
土
地
家
屋
調
査
士
会
ま
た
は
税
理
士
会
に
加
入
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
こ
ろ
、「
か
よ
う
な
強
制
加

入
は
、
職
業
選
択
の
自
由
の
制
限
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
公
益
の
見
地
か
ら
定
め
ら
れ
た
就
業
の
資
格
の
性
質
を
有
す
る
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
違

憲
と
す
べ
き
で
は
な
い
」
し
、「
弁
護
士
と
弁
護
士
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
戸
松
秀

典
『
憲
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
二
二
三
頁
は
、「
結
社
の
自
由
は
、
団
体
・
組
織
へ
の
加
入
を
強
制
さ
れ
な
い
こ
と
を
も
意
味
す
る
と
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
る
と
、
弁
護
士
会
、
司
法
書
士
会
、
税
理
士
会
等
へ
の
加
入
を
法
律
に
よ
り
強
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
結
社
の
自
由

の
消
極
的
な
面
の
侵
害
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
職
業
選
択
の
自
由
へ
の
侵
害
と
み
れ
ば
よ
く
、
最
高
裁
判
所
も
、
そ
の
よ

う
に
判
断
し
て
い
る
。」
と
説
い
て
い
る
。
渋
谷
秀
樹
『
憲
法
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
二
九
四
頁
以
下
は
、「
同
じ
職
種
の
職
業
団

四
五



体
に
登
録
し
な
い
と
、
た
と
え
そ
の
職
種
を
行
う
資
格
が
あ
っ
て
も
当
該
職
業
を
遂
行
し
え
な
い
も
の
が
あ
る
」
と
指
摘
し
、「
職
能
団
体
へ
の
強

制
加
入
」
を
「
職
業
の
規
制
」
に
位
置
付
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
大
石
眞
『
権
利
保
障
の
諸
相
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
四
年
）
二
六
〇
頁
以
下
（
初

出
、
同
「
結
社
の
自
由
」
高
橋
和
之
・
大
石
眞
編
『
憲
法
の
争
点
﹇
第
三
版
﹈』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
一
二
二
頁
以
下
）
も
参
照
。
な
お
、
井

上
武
史
『
結
社
の
自
由
の
法
理
』（
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
）
は
、
結
社
の
自
由
に
関
す
る
最
近
の
代
表
的
研
究
書
で
あ
る
が
、
強
制
加
入
制
の
憲

法
適
合
性
に
つ
い
て
は
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

（
4
） 

新
井
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）ⅱ
頁
。

（
5
） 

阪
本
昌
成
は
、
結
社
の
強
制
設
立
・
強
制
加
入
制
の
合
憲
性
を
結
社
の
自
由
と
の
関
係
で
検
討
す
る
（
阪
本
昌
成
『
憲
法
理
論
Ⅲ
』（
成
文
堂
、

一
九
九
五
年
）
一
五
一
頁
以
下
）
と
と
も
に
、
職
業
選
択
の
自
由
と
の
関
係
で
も
検
討
し
て
い
る
（
同
書
二
四
一
頁
）。
ま
た
、
安
本
典
夫
「
強
制

加
入
制
団
体
の
内
部
民
主
主
義
お
よ
び
対
外
的
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
あ
り
方
」
立
命
館
法
学
二
八
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
頁
以
下
（
五
頁
以

下
）
も
、
強
制
加
入
制
を
結
社
の
自
由
の
制
約
で
あ
り
、
か
つ
職
業
の
自
由
の
制
約
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
二
〇
一
四
年
（
平
成
二
六
年
）
司
法
試
験
予
備
試
験
論
文
式
試
験
﹇
憲
法
﹈
の
試
験
問
題
（
以
下
、「
一
四
年
予
備
試
験
問
題
」
と

い
う
。）
は
、
い
わ
ゆ
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
を
検
討
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
問
題
文
に
よ
る
と
、
事
案
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。
Ａ
市
は
、
大
型
店
や
チ
ェ
ー
ン
店
を
含
む
全
て
の
Ａ
市
内
の
店
舗
に
対
し
、
最
寄
り
の
商
店
会
へ
の
加
入
を
義
務
付
け
る
「
Ａ
市
商
店
街

活
性
化
条
例
」
を
制
定
し
た
（
以
下
「
本
条
例
」
と
い
う
。）。
大
型
店
Ｂ
を
営
む
Ｃ
社
は
、
こ
の
よ
う
な
加
入
義
務
は
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
と
考

え
、
当
該
商
店
会
に
加
入
し
な
か
っ
た
。
Ｃ
社
は
、
Ａ
市
長
は
、
加
入
義
務
に
違
反
す
る
者
が
営
む
店
舗
に
対
し
て
、
最
長
で
七
日
間
の
営
業
停
止

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
定
め
る
本
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
Ａ
市
長
か
ら
七
日
間
の
営
業
停
止
処
分
を
受
け
、
そ
の
結
果
、
大
型
店
Ｂ
の

収
益
が
大
幅
に
減
少
し
た
た
め
、
Ａ
市
を
被
告
と
し
て
、
本
条
例
が
違
憲
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
一
四
年
予
備

試
験
問
題
は
、
上
記
の
事
案
に
つ
い
て
、
ま
ず
、〔
設
問
1
〕
に
お
い
て
、「
あ
な
た
が
Ｃ
社
の
訴
訟
代
理
人
で
あ
る
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
憲
法

上
の
主
張
を
行
う
か
」
を
論
じ
る
こ
と
を
求
め
、
つ
ぎ
に
、〔
設
問
2
〕
に
お
い
て
、「
想
定
さ
れ
る
被
告
側
の
反
論
を
簡
潔
に
述
べ
た
上
で
、
あ
な

た
自
身
の
見
解
を
述
べ
」
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
一
四
年
予
備
試
験
問
題
の
「
出
題
趣
旨
」
は
、「
本
問
は
、
職
業
の
自
由
に
対
す
る
制
約
、
そ

し
て
結
社
の
自
由
に
対
す
る
制
約
の
合
憲
性
に
関
す
る
出
題
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、「
職
業
の
自
由
の
制
約
」
に
加
え
て
、
さ
ら
に
、

四
六



ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

「
結
社
の
自
由
へ
の
制
約
の
問
題
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
、
本
件
条
例
に
よ
っ
て
B

社
の
職
業
の
自
由
と
結
社
の
自
由
が
同
時
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
の
主
張
を
想
定
し
て
い
る
（
少
な
く
と
も
排
除
し
て
い
な
い
）
よ
う
に
読
め
る

（
も
と
よ
り
、
当
該
制
約
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
は
別
問
題
で
あ
る
。）。

（
6
） 
小
山
剛
『「
憲
法
上
の
権
利
」
の
作
法　

第
三
版
』（
尚
学
社
、
二
〇
一
六
年
）
四
五
頁
以
下
。
な
お
、
工
藤
達
朗
「
弁
護
士
会
の
合
憲
性
？
」

白
門
（
中
央
大
学
）
五
三
巻
八
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
頁
以
下
は
、
ま
ず
、「
弁
護
士
法
に
お
け
る
強
制
加
入
制
は
、
弁
護
士
会
・
日
本
弁
護
士
連

合
会
に
加
入
し
な
け
れ
ば
弁
護
士
と
い
う
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
が
職
業
選
択
の
自
由
（
憲
法
第
二
二
条
第
一

項
）
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
弁
護
士
会
へ
の
強
制
加
入
は
職
業
選
択
の
自
由
の
制
約
で
あ
る
と
捉
え
る

（
二
頁
以
下
）。
つ
ぎ
に
、「
弁
護
士
会
は
構
成
員
の
任
意
の
意
思
に
基
づ
く
『
私
的
な
結
社
』
で
は
な
い
」
の
で
、
憲
法
二
一
条
の
「
結
社
」
に
当

た
ら
ず
、「
消
極
的
結
社
の
自
由
も
問
題
に
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、「
憲
法
一
三
条
か
ら
『
公
的
な
団
体
に
加
入
し
な
い
自
由
』
を
導

き
だ
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
六
頁
）。
工
藤
は
、
上
記
の
論
文
に
お
い
て
は
、
弁
護
士
会
等
の
強
制
加
入
制
は
結
社
の
自
由

を
制
約
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
職
業
選
択
の
自
由
と
幸
福
追
求
権
を
同
時
に
制
約
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
7
） 

こ
こ
で
は
一
四
年
予
備
試
験
問
題
の
「
出
題
趣
旨
」
が
使
っ
て
い
る
表
現
に
よ
る
。

（
8
） 

宍
戸
常
寿
『
憲
法　

解
釈
論
の
応
用
と
展
開　

第
二
版
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
四
年
）
六
七
頁
。

（
9
） 

甲
斐
素
直
『
憲
法
演
習
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
読
本
（
下
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）
三
三
六
頁
。

（
10
） 

こ
の
判
決
は
、「
当
然
加
入
制
は
、
も
と
よ
り
職
業
の
遂
行
そ
れ
自
体
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
く
、
職
業
活
動
に
付
随
し
て
、
そ
の
規
模
等

に
応
じ
て
一
定
の
負
担
を
課
す
る
と
い
う
態
様
の
規
制
で
あ
る
」
と
指
摘
し
つ
つ
、「
当
然
加
入
制
の
採
用
は
、
公
共
の
福
祉
に
合
致
す
る
目
的
の

た
め
に
必
要
か
つ
合
理
的
な
範
囲
に
と
ど
ま
る
措
置
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
立
法
府
の
政
策
的
、
技
術
的
な
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
も
の
で
著
し

く
不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
と
は
認
め
難
い
」
と
述
べ
た
。
小
山
剛
「
農
作
物
共
済
当
然
加
入
制
と
職
業
の
自
由
」
受
験
新
報
六
六
二
号

（
二
〇
〇
六
年
四
月
号
）
一
六
頁
以
下
（
一
七
頁
）
は
、「
職
業
の
自
由
に
対
す
る
重
大
な
制
限
か
ど
う
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
」、「
当
然
加

入
制
は
、
も
と
よ
り
職
業
の
遂
行
そ
れ
自
体
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
く
、
職
業
活
動
に
付
随
し
て
、
そ
の
規
模
等
に
応
じ
て
一
定
の
負
担
を
課
す

る
と
い
う
態
様
の
規
制
で
あ
る
」
と
の
判
旨
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
厳
格
な
合
理
性
の
審
査
の
候
補
と
な
る
た
め
の
要
件
を
そ
も
そ
も
満
た
し

四
七



て
い
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
な
お
、
小
山
の
見
解
は
、「
当
然
加
入
制
を
め
ぐ
る
本
筋
の
議
論
は
、
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ

る
。）。
ま
た
、
村
山
健
太
郎
「
農
業
災
害
補
償
法
の
当
然
加
入
制
と
職
業
の
自
由
」
法
学
教
室
別
冊
『
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
〇
五
』（
二
〇
〇
六
年
）

一
一
頁
は
、「
本
件
事
案
の
解
決
に
あ
た
っ
て
決
定
的
だ
っ
た
の
は
、
職
業
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
態
様
の
軽
微
性
で
あ
」
り
、「
本
判
決
の
規
制

（「
当
然
加
入
制
」）
は
職
業
の
遂
行
そ
れ
自
体
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
く
、
規
制
に
よ
る
負
担
（
共
済
掛
金
額
等
）
も
適
正
な
も
の
で
あ
る
」
か

ら
、「
本
件
で
は
、
規
制
目
的
の
積
極
性
に
よ
っ
て
統
制
密
度
を
ゆ
る
め
ず
と
も
、
権
利
侵
害
態
様
の
軽
微
性
か
ら
規
制
の
合
憲
性
が
導
け
た
」
と

指
摘
す
る
。
か
り
に
強
制
加
入
制
を
職
業
の
自
由
の
問
題
と
捉
え
る
と
、
強
制
加
入
制
は
、「
も
と
よ
り
職
業
の
遂
行
そ
れ
自
体
を
禁
止
す
る
も
の

で
は
な
く
、
職
業
活
動
に
付
随
し
て
、
そ
の
規
模
等
に
応
じ
て
一
定
の
負
担
を
課
す
る
と
い
う
態
様
の
規
制
で
あ
る
」
か
ら
、「
職
業
の
自
由
に
対

す
る
侵
害
態
様
の
軽
微
性
」
か
ら
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
は
、
緩
や
か
な
違
憲
審
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
こ
の
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
榎
透
「
農
業
共
済
組
合
へ
の
当
然
加
入
を
定
め
る
農
業
災
害
補
償
法
の
合
憲
性
」
自
治
研
究
八
三
巻
八
号

（
二
〇
〇
七
年
）
一
二
七
頁
以
下
、
内
田
義
厚
「
水
稲
等
の
耕
作
の
業
務
を
営
む
者
の
農
業
共
済
組
合
へ
の
当
然
加
入
制
と
憲
法
二
二
条
一
項
」
判

例
タ
イ
ム
ス
一
二
一
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
七
二
頁
以
下
が
あ
る
。

（
11
） 

「
平
成
二
二
年
新
司
法
試
験
の
採
点
実
感
等
に
関
す
る
意
見
（
憲
法
）」
に
よ
る
と
、「
法
令
や
処
分
の
合
憲
性
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

ま
ず
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
法
令
や
処
分
が
、
ど
の
よ
う
な
権
利
を
、
ど
の
よ
う
に
制
約
し
て
い
る
の
か
を
確
定
す
る
こ
と
」、「
次
に
、
制
約
さ
れ

て
い
る
権
利
は
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
を
、
確
定
す
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
が
確
定
さ
れ
て
は
じ
め
て
「
当
該
制
約
の

合
憲
性
の
検
討
が
始
ま
る
」。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
を
論
じ
る
手
順
と
し
て
は
、
強
制
加
入
制
（
を
定
め
る
法
律
等
）

に
よ
っ
て
誰
の
ど
の
よ
う
な
憲
法
上
の
権
利
が
ど
の
よ
う
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
ま
ず
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

（
12
） 

強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
に
対
す
る
筆
者
の
興
味
は
学
問
的
興
味
か
ら
自
発
的
・
内
発
的
に
湧
き
出
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
筆

者
が
日
本
大
学
法
学
部
に
お
い
て
担
当
し
て
い
る
演
習
の
授
業
の
素
材
と
し
て
一
四
年
予
備
試
験
問
題
を
使
用
し
よ
う
と
（
学
部
の
学
生
諸
君
は
司

法
試
験
予
備
試
験
論
文
式
試
験
問
題
に
興
味
を
も
っ
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
単
純
な
思
い
込
み
か
ら
）
決
め
て
、
一
四
年
予
備
試
験
問
題
を

授
業
の
予
習
の
た
め
に
検
討
し
て
み
た
と
い
う
偶
然
的
な
事
情
に
よ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
四
年
予
備
試
験
問
題
は
、
強
制
加
入
制
の
憲

法
適
合
性
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
筆
者
は
、
授
業
の
予
習
の
た
め
に
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
日
本
の
判
例
及
び
学
説
を
検
討
し

四
八



ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

た
と
こ
ろ
、
様
々
な
疑
問
が
湧
い
て
き
て
、
図
ら
ず
も
純
粋
に
学
問
的
な
見
地
か
ら
し
て
興
味
深
い
い
く
つ
か
の
論
点
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
っ
た

（「
純
粋
に
学
問
的
な
見
地
か
ら
興
味
深
い
」
論
点
と
い
う
の
は
、
司
法
試
験
予
備
試
験
の
合
否
に
は
影
響
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
司
法
試
験

予
備
試
験
の
受
験
生
の
立
場
か
ら
は
必
ず
し
も
検
討
す
る
必
要
は
な
い
論
点
と
い
う
意
味
で
あ
る
。）。
そ
し
て
、
同
じ
論
点
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
の
判

例
及
び
学
説
で
は
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
り
た
く
な
る
と
い
う
筆
者
特
有
の
癖
に
よ
り
、
強
制
加
入
制
の
憲
法
適
合
性
に
関

す
る
ド
イ
ツ
の
判
例
及
び
学
説
を
調
べ
て
み
た
。
そ
の
調
査
の
結
果
の
一
部
が
本
稿
で
あ
る
。

（
13
） 

な
お
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
・
学
説
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
明
子
「
強
制
加
入
団
体
と
個
人
の
自
由
」
本
郷
法
政
紀
要
八
号
（
一
九
九
九
年
）
一
頁

以
下
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。

（
14
） 

先
行
業
績
と
し
て
、
鎭
目
妙
子
『
強
制
加
入
制
と
消
極
的
結
社
の
自
由
』（
慶
應
義
塾
大
学
修
士
論
文
（
法
学
）
二
〇
〇
八
年
）
が
存
在
す
る

よ
う
で
あ
る
が
、
筆
者
は
未
見
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
小
山
剛
「
農
作
物
共
済
当
然
加
入
制
と
職
業
の
自
由
」
平
成
一
七
年
度
重

要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
三
号
、
二
〇
〇
六
年
）
二
一
頁
以
下
に
お
い
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
に
詳
し
く
紹
介
す
る

二
〇
〇
一
年
一
二
月
七
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会
決
定
（
商
工
会
議
所
決
定
）
に
つ
い
て
は
、
小
山
剛
「『
憲
法
上
の
権
利
』
各
論
11　

集
会
・
結
社
の
自
由
（
二
）」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
一
七
号
（
二
〇
一
四
年
）
六
六
頁
以
下
（
六
八
頁
以
下
）
に
お
い
て
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
小
山
に
よ
る
判
例
紹
介
は
極
め
て
圧
縮
さ
れ
た
簡
潔
な
記
述
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
て
、
小
山
に
よ
る
判
例
紹
介
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
こ
れ

ら
の
判
例
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
と
筆
者
に
は
感
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
の
内
容
を
も
う

少
し
詳
し
く
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。
筆
者
が
本
稿
を
作
成
し
た
理
由
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。

（
15
） B

V
erfG

E
 10, 89.

（
16
） 

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
國
分
典
子
「
公
法
上
の
組
合
へ
の
加
入
強
制
と
結
社
の
自
由
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
（
栗
城
壽
夫
・
戸
波
江

二
・
根
森
健
編
集
代
表
）『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
（
第
二
版
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
五
六
頁
以
下
に
よ
る
紹
介
と
解
説
が
あ
る
。

（
17
） B
V
erfG

-K
, N
V
w
Z
 2002, S

. 335 ff .; B
V
erfG

, N
ichtannahm

ebeschluss vom
 07. D

ezem
ber 2001 ‒ 1 B

vR
 1806/98 ‒, juris.

（
18
） 

C
h

ristian
 B

u
m

ke/
A

n
d

reas V
oßku

h
le, C

asebook V
erfassungsrecht, 7. A

ufl. 2015, S
. 238/R

n. 906; V
olker E

ppin
g, 

G
rundrechte, 6. A

ufl . 2015, S
. 425/R

n. 888.

四
九



（
19
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（102

）.
（
20
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（102 f.

）.
（
21
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（103

）.

（
22
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（103 f.

）.

（
23
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（104

）.

（
24
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（105

）.

（
25
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（106

）.

（
26
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（108
）.

（
27
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（109
）.

（
28
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（108

）.

（
29
） B

V
erfG

E
 10, 89 

（109

）.

（
30
） B

V
erfG

E
 10, 354.

（
31
） B

V
erfG

E
 10, 354 

（361 f.

）.

（
32
） B

V
erfG

E
 10, 354 

（362 f.

）.

（
33
） B

V
erfG

E
 10, 354 

（363

）.

（
34
） D

V
B
l. 1962, 532 ff .; N

JW
 1962, 1311 ff .

（
35
） D

V
B
l. 1962, 532 

（533

）; N
JW
 1962, 1311 

（1312

）.

（
36
） B
V
erfG

E
 15, 235.

（
37
） B
V
erfG

E
 15, 235 

（239

）.

（
38
） B

V
erfG

E
 15, 235 

（241

）.

（
39
） B

V
erfG

E
 15, 235 

（242

）.

五
〇



ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

（
40
） B

V
erfG

E
 15, 235 

（242 f.

）.
（
41
） B

V
erfG

E
 15, 235 

（243

）.
（
42
） B

V
erfG

E
 15, 235 

（244

）.

（
43
） B

V
erfG

E
 38, 281.

（
44
） B

V
erfG

E
 38, 281 

（298

）.

（
45
） B

V
erfG

E
 38, 281 

（299

）.

（
46
） B

V
erfG

E
 38, 281 

（301 f.

）.

（
47
） B

V
erw
G
E
 107, 169.

（
48
） B

V
erw
G
E
 107, 169 

（172 f.

）.

（
49
） B

V
erw
G
E
 107, 169 

（173
）.

（
50
） B

V
erw
G
E
 107, 169 

（173

）.

（
51
） B

V
erw
G
E
 107, 169 

（174

）.

（
52
） B

V
erw
G
E
 107, 169 

（176

）.

（
53
） B

V
erw
G
E
 107, 169 

（176

）.

（
54
） B

V
erw
G
E
 107, 169 

（176 f.

）.

（
55
） B

V
erfG

-K
, N
V
w
Z
 2002, S

. 335 ff . 

以
下
に
お
い
て
、
〇
一
年
部
会
決
定
の
引
用
は
、
割
注
の
形
式
でB

V
erfG

, N
ichtannahm

ebeschluss 

vom
 07. D

ezem
ber 2001 ‒ 1 B

vR
 1806/98 ‒, juris

の
欄
外
番
号
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
56
） 

〇
一
年
部
会
決
定
が
行
っ
た
比
例
原
則
審
査
を
詳
し
く
紹
介
す
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
教
科
書
等
に
お
い
て
、
比
例
原
則
審
査
の
模
範
演
技
を
示

し
た
判
例
と
し
て
〇
一
年
部
会
決
定
を
一
読
す
る
こ
と
が
学
生
に
推
奨
さ
れ
て
お
り
（H

en
d

rik R
effken

/
A

lexan
d

er T
h

iele, S
tandardfälle 

S
taatsrecht Ⅱ

, 8. A
ufl . 2015, S

. 143

を
参
照
。）、
〇
一
年
部
会
決
定
が
行
っ
た
比
例
原
則
審
査
は
、
ド
イ
ツ
の
法
学
教
育
に
関
す
る
研
究
と

い
う
見
地
か
ら
も
紹
介
す
る
価
値
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
筆
者
は
、
〇
一
年
部
会
決
定
が
比
例
原
則
審
査
の
中
で
し
た
事
実

五
一



評
価
は
一
四
年
予
備
試
験
問
題
の
答
案
を
作
成
す
る
に
際
し
て
も
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に

解
説
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
57
） 
〇
一
年
部
会
決
定
は
、
職
業
の
自
由
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
判
例
で
は
す
で
に
決
着
済
み
で
言
及
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
か
。（
ｂ
）
の
部
分
は
、
一
定
の
職
業
に
関
す
る
結
社
強
制
・
強
制
加
入
制
を
憲
法
二
二
条
一
項
の
職
業
の
自
由
の
制
約
と
捉
え
る
日

本
の
最
高
裁
判
例
と
ま
さ
に
対
照
的
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
考
え
方
は
比
較
法
の
見
地
か
ら
は
極
め
て
興
味
深
い
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
の
学
説

を
見
る
と
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
批
判
的
で
、
強
制
加
入
制
を
職
業
の
自
由
の
制
約
と
捉
え
る
学
説
も
あ
り
（G

errit M
an

ssen, 

S
taatsrecht Ⅱ

 G
rundrechte, 14. A

ufl . 2017, S
. 185 f./R

n. 621 f.

）、
強
制
加
入
制
と
職
業
の
自
由
と
の
関
係
は
学
説
で
は
必
ず
し
も
決
着

済
み
の
論
点
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
途
論
文
を
作
成
し
て
、
詳
し
く
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
て
い
る
。

（
58
） 

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
」
の
「
主
要
な
」
判
例
の
紹
介
に
と
ど
ま
る
も
の
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
の
紹
介
と
し
て
も
不

十
分
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
連
邦
行
政
裁
判
所
等
の
他
の
裁
判
所
の
判
例
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
も
不
十
分
で
あ

り
、
ド
イ
ツ
の
判
例
の
網
羅
的
な
紹
介
・
検
討
に
は
遠
く
及
ば
な
い
。
本
稿
で
紹
介
で
き
な
か
っ
た
判
例
の
中
に
は
、
例
え
ば
、
弁
護
士
会
の
強
制

加
入
制
の
合
憲
性
に
関
す
る
も
の
等
、
極
め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
最
近
の
判
例
で
は
、
狩
猟
組
合
の
強
制
加
入
制
の
合
憲
性
に
つ
い

て
判
断
し
た
二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
三
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会
決
定
（B

V
erfG

K
 10, 66

）
が
注
目
さ
れ
る
。
本
稿
で
紹
介
で

き
な
か
っ
た
判
例
に
つ
い
て
は
、
別
途
論
文
を
作
成
し
、
多
少
と
も
詳
し
く
紹
介
す
る
機
会
を
も
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
。
筆
者
は
、
本
稿
に
よ
る

判
例
紹
介
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
も
、「
連
邦
憲
法
裁
判
所
」
の
「
主
要
な
」
判
例
に
つ
い
て
だ
け
で
も
ま
ず
は
多
少
と
も
詳
し
く

紹
介
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
、
本
稿
を
作
成
し
た
次
第
で
あ
る
。

（
59
） 

教
科
書
及
び
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
限
定
す
る
と
、
判
例
を
支
持
す
る
学
説
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。J

örg Ipesn, S
taatsrecht Ⅱ

, 20. 

A
ufl . 2017, R

n. 594; H
an

s D
. Jarass, in: H

ans D
. Jarass/B

ode P
ieroth, G

rundgesetz für die B
undesrepublik D

eutchland, 14. 

A
ufl . 2016, A

rt. 9 R
n. 7; M

ich
ael K

loepfer, V
erfassungsrecht Ⅱ

, 2010, §
64 R

n. 19 ff .;W
olfgan

g L
öw

er, in: Ingo von M
ünch/

P
hilip K

unig 

（H
rsg.

）, G
rundgesetz-K

om
m
entar, B

d. 1, 6. A
ufl . 2012, A

rt. 9 R
n. 28; S

teph
an

 R
ixen, in: K

laus S
tern/F

lorian 

五
二



ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
制
加
入
制
の
憲
法
問
題
（
岡
田
）

B
ecker 

（H
rsg.

）, G
rundrechte-K

om
m
entar, A

rt. 9 R
n. 21 ff .; H

elge S
od

an, in: H
elge S

odan 

（H
rsg.

）, G
rundgesetz, 2009, A

rt. 9 

R
n. 7.; R

ein
h

old
 Z

ippeliu
s/

T
h

om
as W

ü
rten

berger, D
eutsches S

taatsrecht, 31. A
ufl . 2005, S

. 256.
ま
た
、
以
下
の
文
献
も
判
例
を
支
持
す
る
。D

etlef M
erten, V

ereinsfreiheit, in: Josef Isensee/P
aul K

irchhof, H
andbuch des 

S
taatsrechts der B

undesrepublik D
eutschland B

d. Ⅶ
, 3. A

ufl . 2009, §
165 R

n. 62 ff . ; Jan
 Z

iekow
, V
ereinigungsfreiheit, in: 

D
etlef M

erten/H
ans-Jürgen P

apier, H
andbuch der G

rundrechte in D
eutschland und E

uropa, B
d. Ⅳ

, 2011,§
107 R

n. 32 ff .

（
60
） 

教
科
書
及
び
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
限
定
し
て
判
例
に
批
判
的
な
学
説
を
例
示
的
に
挙
げ
る
と
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。H

arm
u

t B
au

er, in: 

H
orst D

reier 

（H
rsg.

）, G
rundgesetz K

om
m
entar, B

d. Ⅰ
, 3. A

ufl . 2013, A
rt. 9 R

n. 47; C
h

ristian
 von

 C
oelln, in: C

hristopf 

G
röpl/K

ay W
indthorst/C

hristian von C
oelln, G

rundgesetz S
tudienkom

m
entar, 2. A

ufl. 2015, A
rt. 9 R

n. 13 ff.; M
atth

ias 

C
orn

ils, in: V
olker E

pping/C
hristian H

illgruber 

（H
rsg.

）, G
rundgsetz K

om
m
entar, 2009, A

rt. 9 R
n. 10.1; W

olfram
 H

öfl in
g, in: 

M
ichael S

achs 

（H
rsg.

）, G
rundgesetz, 7. A

ufl . 2014, A
rt. 9 R

n. 24 f.; K
on

rad
 H

esse, G
rundzüge des V

erfassungsrechts der 

B
undesrepublik D

euschland, 20. A
ufl ., R

n. 413 f.

〔
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ヘ
ッ
セ
（
初
宿
正
典
・
赤
坂
幸
一
訳
）『
ド
イ
ツ
憲
法
の
基
本
的
特
質
』

（
成
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
二
六
四
頁
〕; F

ried
h

elm
 H

u
fen, S

taatsrecht Ⅱ
 G
rundrechte, 5. A

ufl . 2016, S
. 503 f./R

n.7; L
oth

ar 

M
ich

ael/
M

artin
 M

orlok, G
rundrechte, 6. A

ufl . 2017, S
. 174 f./R

n. 298 f.; A
lfred

 R
in

ken, in: E
rhard D

enninger/W
olfgang 

H
offm

ann-R
iem
/H
ans-P

eter S
chneider/E

kkehart S
tein, 

（H
rsg.

）, K
om
m
entar zum

 G
rundgesetz für die B

undesrepublik 

D
eutschland 

（R
eihe A

lternativkom
m
entare

）, 3. A
ufl ., A

rt. 9 A
bs. 1 

（G
W
 2001

） R
n. 57 f.; M

ich
ael S

ach
s, V
erfassungsrecht Ⅱ

 

G
rundrechte, 3. A

ufl. 2017, S
. 491 ff./R

n. 8 ff.; R
u

p
ert S

ch
olz, in: T

heodor M
aunz/G

ünter D
ürig, K

om
m
entar zum

 

G
rundgesetz, A

rt. 9 

（L
fg. 35 F

ebruar 1999

） R
n. 90; T

orsten
 K

in
green

/
R

alf P
osch

er, G
rundrechte S

taatsrecht Ⅱ
, 32. A

ufl . 

2016, S
. 211 f./R

n. 812 f.

五
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